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（１）同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備

実行計画
該当箇所

２.同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善
（１）同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備
（２）法改正の施行に当たって

４～９ページ

工程表 ① 同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備（その１）（その２） 30・31ページ

ᾟ

【同一労働同一賃金の法整備】
・2017年６月16日に、労働政策審議会において同一労働同一賃金に関する法整備に関して建議がなされた。
・この建議に基づき法律案を作成し、2018年７月６日に、以下の３点の改正内容を含む働き方改革関連法が公布された。①不合理な待
遇差を解消するための規定の整備、②労働者に対する待遇に関する説明義務の強化、③行政による履行確保措置及び裁判外紛争解
決手続（行政ADR）の整備。 （2020年４月１日施行（中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の適用は2021年４月1日より））。
・同一労働同一賃金に関する省令や「同一労働同一賃金ガイドライン」等については、2018年８月より、労働政策審議会職業安定分科
会・雇用環境・均等分科会同一労働同一賃金部会において議論が開始された。

▓

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を解消し、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる
処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにし、我が国から「非正規」という言葉を一掃することを目指し、
同一労働同一賃金の法整備を実現する。

【法改正の施行に当たって】
・中小企業等を含め、今回の法改正は企業活動に与える影響が大きいものとなるため、周知を徹底する。特に、今回の法改正は、同一
企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消を目指すものであるということが、中小
企業等を含む事業主や非正規雇用労働者に理解されるよう、丁寧に周知・説明を行う。
・働き方改革推進支援センターによる相談支援や、業界別同一労働同一賃金導入マニュアルの作成・普及等を図り、中小企業等の実情
も踏まえ労使双方に丁寧に対応する。

不本意非正規雇用労働者の割合：不本意非正規雇用労働者の割合：2020年 10％以下を目指す。
（2016年：15.6％ → 2017年：14.3%）

厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課
厚生労働省職業安定局需給調整事業課

ὧ
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（２）公務員の非常勤職員の処遇改善等

実行計画
該当箇所

― ―

工程表 ① 同一労働同一賃金の実効性を確保する法制度とガイドラインの整備（その３） 32ページ

ᾟ

【国家公務員の非常勤職員の処遇改善】
・国の行政機関で働く非常勤職員の給与について、民間における同一労働同一賃金に向けた取組なども踏まえて、2017年５月に、2018
年度以降特別給（期末手当／勤勉手当）に相当する給与の支給を開始すること等を各府省等間で申し合わせた。
・ハローワークを含む都道府県労働局の非常勤職員については、2017年度から新たに期末手当の支給等を開始し、2018年度から、期末
手当の拡充、勤勉手当の新たな支給等の更なる処遇改善を行った。
【地方公務員の非常勤職員の任用・処遇改善】
・地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律において、地方公務員の臨時・非常勤職員（一般職・特別職・臨時的任用の３類
型）について、特別職の任用及び臨時的任用の適正を確保し、並びに一般職の会計年度任用職員の任用等に関する制度の明確化を図
るとともに、会計年度任用職員に対する給付について規定の整備を行った。
・総務省は2020年４月１日の法施行に向け、次の通り各地方公共団体に対する情報提供等の支援を実施。①2017年８月に「会計年度任
用制度の導入等に向けた事務処理マニュアル（第１版）」の発出、②都道府県説明会の実施等
・各地方公共団体では、改正法施行に向け、必要な準備が進められている。

▓

正規雇用労働者と非正規雇用労働者の不合理な待遇差を解消し、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる
処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにし、我が国から「非正規」という言葉を一掃することを目指し、
同一労働同一賃金の法整備を実現する。

【国家公務員の非常勤職員の処遇改善】
2018年度における本申合せの対応状況を適切に把握するなど、引き続き、本申合せに沿って非常勤職員の処遇改善を進めていく。

都道府県労働局の非常勤職員の処遇についても、引き続き、検討を進める。
【地方公務員の非常勤職員の任用・処遇改善】

民間における動向や、国家公務員に係る制度・運用の状況等も踏まえ、また、厳しい地方財政の状況にも留意しつつ、各地方公共団
体における臨時・非常勤職員の適正な任用・勤務条件の確保のため必要な助言を行う。
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不本意非正規雇用労働者の割合：2020年 10％以下を目指す。 （2016年：15.6％ → 2017年：14.3%）

内閣官房内閣人事局
厚生労働省大臣官房地方課
総務省自治行政局公務員部公務員課ὧ
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（３）非正規雇用労働者の正社員化などキャリアアップの推進

実行計画
該当箇所

２.同一労働同一賃金など非正規雇用の処遇改善
（２）法改正の施行に当たって

９ページ

工程表 ② 非正規雇用労働者の正社員化などキャリアアップの推進 33ページ

ᾟ

▓

アベノミクスの効果により、正規雇用労働者が８年ぶりに増加に転じ、不本意非正規雇用労働者の割合も前年に比
べて低下するなど、非正規雇用を取り巻く雇用環境に改善が見られる。これを確実に正規雇用労働者と非正規雇用
労働者の間の不合理な待遇差の解消や不本意非正規雇用労働者の正社員化につなげ、非正規雇用労働者の処遇
改善を図る。

正規雇用労働者数： 2016年3,367万人 Ҧ 2017年3,423万人（＋56万人）

非正規雇用労働者数： 2016年2,023万人 Ҧ 2017年2,036万人（＋13万人）

【同一労働同一賃金の実現など非正規雇用労働者の待遇改善に向けた企業への支援】
・2017年４月に、諸手当制度の正規・非正規共通化に取り組む事業主に対する助成を創設。2018年４月に、賃金規定や諸手当制度の正
規・非正規共通化において対象労働者数や手当の数に応じた加算措置を設けるなど、キャリアアップ助成金を拡充した。

【労働契約法に基づく無期転換ルールの円滑な適用】
・ 2017年９月、10月に「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施、 2018年２月には「無期転換ルール緊急相談ダイヤル」を開設し
たほか、無期転換ルールについて、セミナーやインターネットを活用した周知広報、企業へのコンサルティングによる導入支援等を実施。
・また、多様な正社員について、シンポジウムやセミナーの開催、インターネットを活用した周知広報、企業へのコンサルティング等を実
施した。
【被用者保険の適用拡大】
・2016年10月からの大企業で働く短時間労働者を対象とした被用者保険の適用拡大に加えて、2017年４月からは、中小企業等で働く短
時間労働者についても、労使合意を前提に企業単位で適用拡大の途を開いたところであり、被用者保険に加入することによるメリット等
の周知・広報に取り組むなど、円滑な実施を図る。
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・不本意非正規雇用労働者の割合：2020年 10％以下を目指す。
（ 2016年：15.6％ → 2017年：14.3%）
・約４割の企業が未だ無期転換ルールの内容を知らない状況→改正内容を知っている企業100％を目指す。
・働きたい人が働きやすい環境を整備する。

厚生労働省雇用環境・均等局有期・短時間労働課
厚生労働省労働基準局労働関係法課
厚生労働省年金局年金課
厚生労働省保険局保険課

ὧ

【同一労働同一賃金の実現など非正規雇用労働者の待遇改善に向けた企業への支援】
・引き続き、キャリアアップ助成金を活用し、非正規雇用労働者の正社員化、賃金規定や諸手当制度の正規・非正規共通化等に対する
助成を行う。

【労働契約法に基づく無期転換ルールの円滑な適用】
・ 2018年４月以降、無期転換申込権の発生が本格化していることを踏まえ、引き続き、無期転換ルールの周知、導入支援等、無期転換
ルールの円滑な適用を図る。
・また、引き続き、多様な正社員の普及を図る。
【被用者保険の適用拡大】
・更なる適用拡大については、法律に基づき、2019年９月末までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずることとされており、
引き続き検討を進めていく。
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（４）最低賃金の引上げ

実行計画
該当箇所

３．賃金引上げと労働生産性向上
（１）企業への賃上げの働きかけや取引条件の改善 10ページ

工程表
③ 企業への賃上げの働きかけや取引条件改善・生産性向上支援など賃上げしやすい環境の整
備（その１）

34ページ

ᾟ

【最低賃金の引上げ】
・最低賃金について、2018年度は全国加重平均で26円（年率3.1%）引き上げた（848円→874円）。
【最低賃金引上げ支援】
・生産性向上のための設備投資を行い、事業場内最低賃金を一定以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対する助成制度を拡充した。

▓

厚生労働省労働基準局賃金課
ὧ

アベノミクスの三本の矢の政策によって、デフレではないという状況を作り出す中で、企業収益は過去最高水準となって
いる。過去最高水準の企業収益を継続的に賃上げにつなげ、近年低下傾向にある労働分配率を上昇させ、経済の好循
環をさらに確実にすることにより総雇用者所得を増加させていく。最低賃金についても、年率３％程度を目途として、名目
ＧＤＰの成長率にも配慮しつつ引き上げ、全国加重平均が1,000円となることを目指す。賃上げしやすい環境の整備に向
けて、下請等中小企業の取引条件の改善等を図るとともに、賃金・生産性の向上に向けた支援を行う。

【最低賃金の引上げ】
・最低賃金については、引き続き、年率３％程度を目途として引き上げていき、全国加重平均が1,000円となることを目指す。
【最低賃金引上げ支援】
・引き続き、生産性向上のために設備投資などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対し、設備
投資などにかかった費用の一部を助成するなど支援を行う。

全国加重平均 1,000円を目指す。 （2016年度：823円 → 2017年度：848円→ 2018年度：874円）

9
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（５）賃金引上げ、生産性向上、取引条件改善

実行計画
該当箇所

３．賃金引上げと労働生産性向上
（１）企業への賃上げの働きかけや取引条件の改善
（２）生産性向上支援など賃上げしやすい環境の整備

10ページ

工程表
③ 企業への賃上げの働きかけや取引条件改善・生産性向上支援など賃上げしやすい環境の整
備（その２）

35ページ

ᾟ

・春季労使交渉においては、2.07％の賃上げが行われた。（連合最終集計（７月６日公表））
2014年：2.07％ 2015年：2.20％ 2016年：2.00％ 2017年：1.98％ 2018年：2.07％

【賃金・生産性向上に向けた支援】
・雇用保険法を改正し、雇用関係助成金について、生産性の向上を後押しする理念を明記した（2017年３月31日施行）。
・雇用関係助成金に、生産性要件を満たす場合に優遇助成する仕組みを導入するとともに、生産性要件の判断に際し、地域の金融機
関による事業性評価の情報を活用する仕組みを導入した。
・生産性向上に資する人事評価制度と賃金制度を整備し、賃金アップを実施した事業主を支援するため、2017年度に人事評価改善等助
成金を創設（2018年度から人材確保等支援助成金（人事評価改善等助成コース）に整理・統合）。また、省力化のための装置など生産性
向上に資する設備等を導入し、賃金アップを実施した企業を支援するため、2018年度に人材確保等支援助成金（設備改善等支援コー
ス）を創設した。
・平成30年度税制改正において、中小企業向け「所得拡大促進税制」を延長するとともに、税額控除率の拡充を行った。

▓

アベノミクスの三本の矢の政策によって、デフレではないという状況を作り出す中で、企業収益は過去最高水準となっ
ている。過去最高水準の企業収益を継続的に賃上げにつなげ、近年低下傾向にある労働分配率を上昇させ、経済の
好循環をさらに確実にすることにより総雇用者所得を増加させていく。最低賃金についても、年率３％程度を目途とし
て、名目ＧＤＰの成長率にも配慮しつつ引き上げ、全国加重平均が1,000円となることを目指す。賃上げしやすい環境
の整備に向けて、下請等中小企業の取引条件の改善等を図るとともに、賃金・生産性の向上に向けた支援を行う。

10



項
目
２
．
賃
金
引
上
げ
と
労
働
生
産
性
向
上

厚生労働省職業安定局雇用保険課
厚生労働省職業安定局雇用開発部雇用開発企画課
厚生労働省政策統括官労働政策担当参事官室
経済産業省中小企業庁事業環境部企画課
経済産業省中小企業庁事業環境部取引課

ὧ

【賃金・生産性向上に向けた支援】
・中小企業向け「所得拡大促進税制」について、平成30年度税制改正の内容をわかりやすくまとめたチラシやパンフレットを作成するな
ど、周知・浸透の更なる徹底を進める。

・引き続きPDCAサイクルによる助成金制度の検証、見直しを行っていく。
【下請等中小企業の取引条件の改善】
・下請法など関係法令の周知や、自主行動計画・下請ガイドラインの策定業種・団体数の拡大など、引き続き取引適正化に向けた取組を
進めていく。また、今年度からは、下請Ｇメンの体制を120名体制に増強したところであり、年間4,000件以上の下請中小企業ヒアリングを
通じて、継続的な取引実態の把握に努める。

各種助成制度を活用し、賃金の引上げ等を行う企業に対する支援を実施する。

【下請等中小企業の取引条件の改善】
・2016年9月、「未来志向型の取引慣行に向けて」を取りまとめ、同年12月に、下請代金支払遅延等防止法（以下「下請法」という。）「運用
基準」、下請中小企業振興法「振興基準」及び下請代金の支払手段に関する通達を改正し、運用を強化するとともに、産業界に対して、
関係法令の遵守や下請取引の適正化に向けた取組などを行っていただくよう要請した。
・これらの取組を踏まえ、2018年4月までに、①業種別の下請ガイドラインの改訂及び策定（18業種）をするとともに、②産業界において、
サプライチェーン全体での「付加価値向上」と「取引適正化」に向けた「自主行動計画」を策定した（12業種30団体）。
・2017年から開始している下請Ｇメンの下請中小企業ヒアリングについて、2018年6月までに累計4,000件以上実施した。
・2017年12月、各団体における「自主行動計画」のフォローアップ調査（6業種18団体を対象）及び下請Gメンによるヒアリング調査の結果
を取りまとめ公表。手形払いの現金化など「自主行動計画」に基づく取組により着実に成果が出てきている業界がある一方で、改善の動
きが鈍い業界も見受けられたため、2018年1月以降、さらなる改善を要請した。

▓
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（６）法改正による時間外労働の上限規制等

実行計画
該当箇所

４．罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正
10～15ページ

工程表 ④ 法改正による時間外労働の上限規制の導入（その１）（その２）（その４） 36・37・39ページ

ᾟ

・週労働時間60時間以上の労働者の割合が、政府目標（５％以下（2020年））に対して、

2016年：7.7％ → 2017年：7.7％

【時間外労働の上限規制と意欲と能力ある労働者の自己実現の支援】
・以下の内容を含む働き方改革関連法が成立。①時間外労働の上限を原則月45時間、年360時間とし、臨時的な特別な事情がある場合
でも年720時間、単月100時間未満（休日労働を含む）、複数月平均80時間（休日労働を含む）を限度とする労働基準法の改正、②中小企
業における月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率の見直し、年次有給休暇の確実な取得等の長時間労働抑制策、③高度プロ
フェッショナル制度の創設等の多様で柔軟な働き方の実現。（2019年４月１日（中小企業における時間外労働の上限規制は2020年
４月1日、中小企業における割増賃金率の見直しは2023年４月１日）施行）

・時間外労働の上限規制、年次有給休暇の確実な取得等に関する政省令・告示を2018年９月７日に公布。

・医師については、2017年8月に「医師の働き方改革に関する検討会」を設置し、同検討会では2018年2月に、「中間的な論点整理」及び
医師の勤務実態の改善のため、個々の医療機関がすぐに取り組むべき事項等を示した「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」
をとりまとめた。

▓

いわゆる３６協定でも超えることができない罰則付きの時間外労働の上限規制を導入するとともに、さらに長時間労
働を是正するため、企業文化や取引慣行の見直しを推進する。これにより、労働参加と労働生産性の向上を図るとと
もに、働く方の健康を確保しつつワーク・ライフ・バランスを改善し、長時間労働を自慢する社会を変えていく。

【働き方改革関連法の円滑な施行】
・働き方改革関連法の施行に向けた周知及び施行後の確実な履行に向けた体制整備を実施。
【裁量労働制の実態把握】
・現行制度の施行状況を把握した上で、対象業務の範囲や働く方の健康確保措置等について、労働政策審議会で検討を行う。
【長時間労働の上限規制】
・医師については、2018年度末を目途に最終報告をとりまとめるべく、規制の具体的な在り方や勤務環境改善策等について地域医療の
提供への影響等を検証しながら、検討を進めていく。
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・時間外労働を行う場合でも、原則月45時間、年360時間以内となることを目指す。（医師については、検討会の議論も踏まえ、指標のあ
り方について検討する。）

厚生労働省労働基準局労働条件政策課
厚生労働省医政局医療経営支援課医療勤務環境改善推進室

ὧ
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（７）長時間労働の是正に向けた業種ごとの取組等

実行計画
該当箇所

４．罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正
13・14ページ

工程表 ④ 法改正による時間外労働の上限規制の導入（その３）（その４） 38～39ページ

ᾟ

【長時間労働の是正に向けた業種ごとの取組等】
＜自動車運送事業＞
・2017年6月に、「自動車運送事業の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」を設置し、88施策からなる「自動車運送事業の働き方改革
の実現に向けた政府行動計画」を2018年5月に策定・公表した。
・2018年3月に「国土交通省自動運転戦略本部」における「自動運転の実現に向けた今後の国土交通省の取り組み」を策定した。
＜トラック運送事業＞
・2016年度から2017年度にかけてパイロット事業を実施。2016年度分の事例を整理したプレガイドラインを2018年3月に作成した。今後、
２ヶ年分のパイロット事業の成果をガイドラインとして取りまとめる。
・取引条件の適正化に向け、①運賃と運賃以外の役務の対価である料金を別建てで収受できる環境を整備するために2017年11月に標
準運送約款を改正、②同年７月に荷主勧告制度について勧告発動の判断基準を明確化するなどの運用改善を行う、③同年８月に下請・
荷主適正取引ガイドラインを改定、などの取組を実施した。
・生産性向上に向け、トラック予約受付システムの導入促進、機械荷役への転換促進、中継輸送の普及促進、輸送品目別の取組（2018
年6月に加工食品分野で懇談会を立ち上げ等）等を実施した。
・荷待ち時間削減等に対する荷主の協力の確保に向け、2017年7月から中型以上のトラックについて荷主都合による荷待ち時間の記録
を義務づけを開始した。
・上記について、荷主所管省庁とも連携しながら、関係する荷主団体への周知・働きかけ等を実施した。
・2017年７月に閣議決定された「総合物流施策大綱（2017年度～2020年度）」及び2018年１月に策定された「総合物流施策推進プログラ
ム」に基づき、物流の生産性向上に向けた取組を推進している。

▓

いわゆる３６協定でも超えることができない罰則付きの時間外労働の上限規制を導入するとともに、さらに長時間労
働を是正するため、企業文化や取引慣行の見直しを推進する。これにより、労働参加と労働生産性の向上を図るとと
もに、働く方の健康を確保しつつワーク・ライフ・バランスを改善し、長時間労働を自慢する社会を変えていく。
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【長時間労働の是正に向けた業種ごとの取組等】
＜建設業＞
・2017年６月に、内閣官房副長官を議長とし、直轄発注を行っている省庁、民間発注者団体を所管している省庁等で構成される「建設業
の働き方改革に関する関係省庁連絡会議」を立ち上げ、同年８月には、受発注者が相互の理解と協力の下に取り組むべき事項をまとめ
た指針として「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」を策定（2018年７月には、住宅・不動産、鉄道、電力、ガス等の
民間工事の業種ごとの特性等を踏まえた改訂を実施）。あらゆる機会を捉えて周知・徹底を行った。
・国土交通省として、建設業の働き方改革を率先して進める観点から、2018年３月に｢建設業働き方改革加速化プログラム｣を策定し、直
轄工事における週休2日工事に係る労務費等補正の導入（2018年４月～）等の長時間労働是正、施工時期の平準化やICT等を全面的に
活用したi-Constructionの取組、書類の簡素化等による生産性の向上等の取組を推進した。
＜情報サービス業＞
・業界団体を通じた実態調査を実施し、改善方策等をハンドブックで取りまとめた。
・2017年度委託事業にて「IoT技術を活用した働き方改革における健康確保に係る調査」を実施し、ウェアラブル端末等最新の技術を活
用した好事例の収集等を行っている。
＜中小企業・小規模事業者＞
・従来の「下請等連絡会議」を発展解消し、内閣官房に「中小・小規模企業の活力向上のための連絡会議」及びワーキンググループを設
置するとともに、関係省庁に協力を呼びかけ、働き方改革に向け周知・啓発等を行った。

▓

【長時間労働の是正に向けた業種ごとの取組等】
＜自動車運送事業＞
・「自動車運送事業の働き方改革の実現に向けた政府行動計画」のフォローアップを実施する。
・「自動運転の実現に向けた今後の国土交通省の取り組み」を踏まえ、自動運転の早期実現に向けた国際基準等のルール整備や社会
実験・システムの実証等の取組みを着実に進める。
＜トラック運送事業＞
・ガイドラインについて、本年度からトラック運送事業者や荷主企業が参加するセミナー等において広く横展開を図る。
・引き続き、上記の取引条件の適正化・生産性の向上に向けた取組を実施する。
・荷主等を含めた幅広い関係者が連携して女性、若者、高齢者等の多様な人材が活躍できる「ホワイト物流」の実現に向けた国民運動を
展開する。
・「総合物流施策推進プログラム」の進捗状況も踏まえながら、物流総合効率化法の枠組みを通じた事業者間の連携・協働による物流効
率化の取組の支援など、引き続き物流の生産性向上に向けた取組を推進する。
＜建設業＞
・「建設工事における適正な工期設定等のためのガイドライン」の改訂に向けた検討に資するため、中小企業の実態調査を実施する。
・建設業の働き方改革を踏まえ、関連法令の改正を含め検討する。
・直轄工事における週休2日工事の拡大を行う。
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・現在適用除外となっている事業・業務についても、時間外労働を抑制する法的枠組を構築する。

国土交通省自動車局総務課
国土交通省自動車局旅客課
国土交通省自動車局貨物課
国土交通省総合政策局物流政策課
国土交通省土地・建設産業局建設業課
国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課
国土交通省大臣官房技術調査課
国土交通省大臣官房公共事業調査室
厚生労働省労働基準局労働条件政策課
経済産業省経済産業政策局産業人材政策室
経済産業省商務情報政策局商務サービスグループヘルスケア産業課

内閣官房働き方改革実現推進室

ὧ

・i-Constructionの深化に向けて、中小の建設企業による積極的なICT活用を促すため、公共工事の積算基準等の改善を推進する。
・債務負担行為の活用、地域単位での国・地方自治体の発注見通しの統合等による年度を通じた平準化の取組推進に向け、数値目標
の設定等を促し、こうした取組によって、人材の確保、稼働率の改善を推進する。
＜情報サービス業＞
・引き続き、関係省庁との緊密な連携の下、健康確保の在り方の検討に資する事例収集を進めている。
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（８）公務員等の長時間労働対策、地域の実情に即した取組等

実行計画
該当箇所

― ―

工程表 ④ 法改正による時間外労働の上限規制の導入（その５） 40ページ

ᾟ

【公務員等の長時間労働対策】
国家公務員については、超過勤務を実施する際における、その理由・見込み時間等の上司の把握に関しては、2017年４月か

ら超過勤務予定の事前確認を全府省等で本格実施し、年次休暇の取得促進と併せて、2017年度及び2018年度のワークライフバ
ランス推進強化月間（７・８月）の実施方針に盛り込む等により、各府省等の次官級に対して取組の徹底を図った。

地方公務員については、2017年４月に「時間外勤務縮減等に向けた取組の一層の推進及び平成29年の「ゆう活（夏の生活スタイル変
革）」の実施について」、2018年４月に「平成30年度の「ゆう活（夏の生活スタイル変革）」の実施について」の通知を発出した。また、2018
年３月には「地方公務員における女性活躍・働き方改革推進のためのガイドブック」を作成し、周知した。さらに、地方公共団体における
働き方改革の推進に関する意見交換の場を設置し、各地域ブロックにおいて情報収集や共有を行った。

教師については、教育再生実行会議の提言も踏まえ、2018年６月に、中央教育審議会に対して、学校における働き方改革に関する総
合的な方策について諮問を行い、12月にとりまとめられた中間まとめを踏まえ、文部科学省において緊急対策を策定した。学校における
業務改善及び勤務時間管理等に係る取組の徹底とあわせて、2018年２月に各教育委員会へ通知した。また、学校における働き方改革
を推進するために必要な経費を2018年度予算に計上（学校現場における業務改善加速のための実践研究事業については2017年度より
引き続き実施）した。さらに、「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」を2018年３月に策定した。
【地域の実情に即した取組】
・2017年度においても、「地域働き方改革会議」の求めに応じ、「地域働き方改革支援チーム」で必要な支援を行うとともに、各地域での特
徴的な取組や実施上の課題について情報交換を行う場を設定するなどにより、各地域での取組の活性化を促した。
・地域において、関係労使、自治体、ＮＰＯ等が協議会を設置し、地域のイベント等に合わせた年次有給休暇取得を企業、住民等に働き
かけ、地域の休暇取得促進の機運を醸成するなど、休み方改革を推進した。

【プレミアムフライデー】
・2017年２月から官民連携で「月末金曜をちょっと豊かに過ごす」プレミアムフライデーを開始した。認知度は約９割、理解度は約７割と高
水準で推移している。また、事業者によるロゴマーク申請件数が8,000件を超えるなど、プレミアムフライデーを活用した消費喚起のため
の取組が進んでいる。消費者からは普段の月末にはできない過ごし方ができた、事業者からは売上向上などの取組の具体的な効果が
実感できた、との声が寄せられている。

▓

いわゆる３６協定でも超えることができない罰則付きの時間外労働の上限規制を導入するとともに、さらに長時間労
働を是正するため、企業文化や取引慣行の見直しを推進する。これにより、労働参加と労働生産性の向上を図るとと
もに、働く方の健康を確保しつつワーク・ライフ・バランスを改善し、長時間労働を自慢する社会を変えていく。
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公務員の長時間労働を是正する。

内閣官房教育再生実行会議担当室
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局
内閣官房内閣人事局
総務省自治行政局公務員部公務員課女性活躍・人材活用推進室
文部科学省初等中等教育局参事官付
厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課
厚生労働省労働基準局総務課
厚生労働省職業安定局雇用開発部雇用開発課
厚生労働省雇用環境・均等局総務課
経済産業省商務・サービスグループ消費・流通政策課

ὧ

【公務員等の長時間労働対策】
・国家公務員については、平成30年８月の人事院勧告時に、超過勤務命令の上限を人事院規則において原則１月45時間・１年360時間
（他律的業務の比重の高い部署においては１月100時間未満・１年720時間等）と設定する旨の報告が行われたことを踏まえ、政府として
も制度の運用に向けた準備を進める。また、引き続きワークライフバランス推進強化月間の実施等により、超過勤務の縮減や年次休暇
の取得促進に取り組む。
・地方公務員については、引き続き、長時間労働の是正について先進的な取組事例の紹介等を行うとともに、各地方公共団体が抱える
働き方改革の課題に関する意見交換を行い、各団体の取組を支援する。また、地方公務員における時間外勤務の上限規制については、
民間法制や、それを受けた国の動向も踏まえた上で、検討し、対応する。

・教師については、引き続き、中央教育審議会における議論を踏まえ、長時間勤務是正に必要な取組を推進する。
【地域の実情に即した取組】
・「地域働き方改革会議」の求めに応じ、引き続き「地域働き方改革支援チーム」で必要な支援を行うとともに、各地域での特徴的な取組
や実施上の課題について情報交換を行う場を設定するなどにより、各地域での取組の活性化を促す。
・引き続き、地域における協議会を設置し、地域のイベント等に合わせた年次有給休暇取得を企業等に働きかけ、地域の休暇取得促進
の機運を醸成するなど、休み方改革を推進する。
【プレミアムフライデー】
・引き続き、官民連携の下、月末金曜の早期退庁等を促すとともに、早期退庁を行った公務員等が「ちょっと豊かな月末金曜日」を過ごせ
るように、プレミアムフライデーの取組に関心がある企業に対する働きかけや、成功事例の周知を図りながら更なるプレミアムフライデー
の浸透に向けた取組を進めていく。
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（９）勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備

実行計画
該当箇所

４．罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正

12ページ

工程表 ⑤ 勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備 41ページ

【勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備】
・事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならないことを内容とする労働時間等設
定改善法の改正(2019年４月１日施行)を含む働き方改革関連法が成立。

・2017年4月、有識者と労使関係者からなる「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」を設置し、国内における企業の
取組事例や、EUにおける制度の運用状況、制度導入にあたり労使が検討すべき項目等について意見交換・検討を実施している。

・勤務間インターバル制度を導入する中小企業への助成率を引き上げる等、支援を拡充した。
▓

・ 勤務間インターバル制度導入についての環境整備を進め、当該制度を導入している企業割合を2020年までに10％以上とする。
（ 2017年：1.4％）
・ 勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を2020年までに20％未満とする。（2017年：40.2%）

厚生労働省労働基準局労働条件政策課
厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課ὧ

ᾟ
労働者の生活時間を確保し、健康な生活を送ることができるよう、勤務間インターバル制度の導入についての環境整
備を行う。

【勤務間インターバル制度導入に向けた環境整備】
・「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会」における検討結果も踏まえ、勤務間インターバル制度を導入する中小企
業への助成金の活用や、導入している企業の好事例の周知等、勤務間インターバル制度の導入に向けた取組を推進する。

項
目
３
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長
時
間
労
働
の
是
正
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（10）健康で働きやすい職場環境の整備

実行計画
該当箇所

４．罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正
12・14・15ページ

工程表 ⑥ 健康で働きやすい職場環境の整備 42ページ

ᾟ

【長時間労働の是正等に関する政府の数値目標の見直し】
・職場のパワーハラスメント防止を強化するため、労使関係者を交え、「職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会」を行い、
2018年３月までに報告書をとりまとめた。
・「過労死等の防止のための対策に関する大綱」（2018年７月24日閣議決定）において、メンタルヘルス対策の新たな目標（2022年までに、
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80％以上とする等）を設定した。
【メンタルヘルス・パワーハラスメント防止対策の取組強化】
・精神障害の労災認定があった事業場や、傘下の複数の事業場で精神障害の労災認定があった企業の本社への指導を実施。
・2017年６月に労働安全衛生規則を改正し、事業者が産業医に対し長時間労働者の労働時間等の情報を提供する仕組みを新設した。
・事業場におけるメンタルヘルス対策を推進するため、（独）労働者健康安全機構産業保健総合支援センターによる事業場への支援を充
実するとともに、メンタルヘルス対策に関する助成金を新設した。
・企業の労務管理担当者向けセミナーや労務管理やメンタルヘルス対策の専門家を対象に、企業にパワーハラスメント対策の取組を指
導できる人材を養成するための研修を行った。
・森林空間における保養活動を普及・啓発するため、企業、医療保険者、行政・団体等を対象とするフォーラム、セミナーを実施した。
【監督指導の徹底】
・月80時間超の時間外・休日労働が行われていると考えられる事業場に対する監督指導の実施（2017年度：25,676事業場に監督指導を
実施、11,592事業場（全体の45.1%）に違法な時間外労働（うち１か月あたり80時間を超えるもの：8,592事業場（違法な時間外労働があっ
たものの74.1%））
・「過重労働撲滅特別対策班（かとく）」による書類送検を実施
・違法な長時間労働等を複数の事業場で行うなどの企業に対する全社的な指導を実施し、対象の要件を拡大するなど是正指導段階で
の企業名公表制度を強化

▓

労働者が健康に働くための職場環境の整備に必要なことは、労働時間管理の厳格化だけではない。上司や同僚との
良好な人間関係づくりを併せて推進する。産業医・産業保健機能の強化等を図る。また、新たな規制に対応した監督
指導体制を強化する。

20



項
目
３
．
長
時
間
労
働
の
是
正

【労働者の健康確保のための取組強化】
・産業医・産業保健機能の強化等の内容を盛り込んだ働き方改革関連法が成立し、関係の省令を2018年９月７日に公布（2019年４月１日
施行）。
・労働基準法の母性保護規定や男女雇用機会均等法の母性健康管理規定の履行確保を行うとともに、女性労働者や事業主に対し、母
性健康管理に関するウェブサイト等を通じた情報提供等周知・啓発を行った。
・建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律に基づき、 「建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な
計画」（2017年６月９日閣議決定）を策定し、施策の総合的な推進を図っている。▓

【長時間労働の是正等に関する政府の数値目標の見直し】
・新たな目標の達成に向け、引き続き支援を実施する。
・引き続き、職場のパワーハラスメント防止対策についての検討会の報告書に基づき、労働政策審議会においてパワーハラスメントの内
容や取り組む事項を明確化するためのものの具体的な内容や対応策等の議論を進める。
【メンタルヘルス・パワーハラスメント防止対策の強化】
・精神障害の労災認定があった事業場や、傘下の複数の事業場で精神障害の労災認定があった企業の本社への指導を引き続き実施
する。
・改正労働安全衛生規則について、引き続き周知徹底を図る。
・ストレスチェックをはじめとした事業場におけるメンタルヘルス対策を推進するため、引き続き支援を実施する。
・引き続き、企業の労務管理担当者向けセミナーや労務管理やメンタルヘルス対策の専門家を対象に、企業にパワーハラスメント対策の
取組を指導できる人材を養成するための研修を行う。
・森林空間における保養活動を普及・啓発するため、企業、医療保険者、行政・団体等を対象とするフォーラム、セミナーを実施する。
【監督指導の徹底】
・現行の取組を徹底するとともに、十分な周知徹底に取り組んだ上で、2019年４月以降、新たな規制を踏まえた監督指導等を実施する
【労働者の健康確保のための取組強化】
・改正労働安全衛生法及び改正労働安全衛生規則を含む働き方改革関連法の施行に向けて、同法及び同令の周知を行う。
・引き続き、労働基準法の母性保護規定や男女雇用機会均等法の母性健康管理規定の履行確保を行うとともに、女性労働者や事業主
に対し、母性健康管理に関するウェブサイト等を通じた情報提供等周知・啓発を行う。
・建設工事従事者の安全及び健康の確保に関する基本的な計画に基づき、引き続き、中小建設業者の安全衛生管理能力の向上に向け
た教育、墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する検討等を行う。
・第13次労働災害防止計画（2018年度～）等に基づき、労働災害を少しでも減らし、安心して健康に働くことができる職場の実現に向けた
取組を進める。
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過労死等防止対策推進法に基づく大綱においてメンタルヘルス対策等の新たな目標を掲げることを検討するなど、政府目標を見直す。
→・メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80％以上とする（2022年まで）

・仕事上の不安、悩み又はストレスについて、職場に事業場外資源を含めた相談先がある労働者の割合を90％以上とする（2022年まで）
・ストレスチェック結果を集団分析し、その結果を活用した事業場の割合を60％以上とする（2022年まで）

厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課
厚生労働省労働基準局安全課
厚生労働省労働基準局労働衛生課
厚生労働省労働基準局総務課過労死等防止対策推進室
厚生労働省労働基準局監督課
厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課
林野庁森林整備部森林利用課

ὧ
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（11）雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援

実行計画
該当箇所

５．柔軟な働き方がしやすい環境整備
（１）雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援 15・16ページ

工程表 ⑦ 雇用型テレワークのガイドライン刷新と導入支援（その１）（その２） 43・44ページ

ᾟ

【労務管理に関するガイドラインの刷新】
・2018年２月に、テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドラインを刷新し、長時間労働を招かないよう労働時間管理の仕方な
どを整理し、在宅勤務以外の形態にも対応した「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」を
策定した。
【セキュリティに関するガイドラインの刷新】
・最近の社会や技術の変化（クラウドサービスやSNSの普及等）、新たなセキュリティ上の脅威（無線LANの脆弱性、ランサムウェアや標
的型攻撃の登場等）などを踏まえ、2018年４月、「テレワークセキュリティガイドライン（第４版）」を改定、公表した。
【導入支援、利用促進】
・2018年６月、「業種」と「企業規模（従業員数）」の２軸から分類した類型ごとの課題とその対策について、事例を交えて解説した「働き方
改革のためのテレワーク導入モデル」を策定したほか、テレワークの導入等を検討している企業・団体等に対して、「働き方改革セミナー
「働く、が変わる」テレワーク」及びテレワークマネージャー派遣を実施した。
・2017年７月に、東京都に、「東京テレワーク推進センター」を設置し、テレワーク導入企業に対するワンストップの相談支援を実施してい
る。
・2018年度から、時間外労働等改善助成金（テレワークコース）について、対象労働者一人当たりの支給額の上限を拡充した。
・2017年度から、保育施設に近接した場所にサテライトオフィスを設置し、有効な活用方法の在り方を示すためのモデル事業を実施して
いる。
・2017年度、障害者を対象としたテレワークのモデル事業を実施し、そのノウハウをまとめた冊子を企業等に配付し周知。
・2018年度、障害者を対象としたサテライトオフィス勤務導入のモデル事業を実施。

▓

テレワークには、事業者と雇用契約を結んだ労働者が自宅等で働くもの（雇用型テレワーク）と、事業者と雇用契約を
結ばずに仕事を請け負い、自宅等で働くもの（非雇用型テレワーク）がある。雇用型テレワークについては、近年のス
マートフォンやサテライトオフィスの普及といった仕事環境の変化に対応し、長時間労働を招くことがないように留意し
つつ、その普及を図るため、労務管理などに関するガイドラインを刷新する。また、企業等に対する導入支援や政府
による呼びかけ・率先垂範などによる周知啓発を推進する。
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【周知啓発、率先垂範】
・閣僚懇談会（2017年４月、2018年６月）や次官級で構成される「女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会」（2017年４月、2017年６
月、2017年10月、2018年４月、2018年６月）の場において、国家公務員のテレワーク・リモートアクセス機能の環境整備等を要請した。ま
た、「テレワーク・デイ」や「ワークライフバランス推進強化月間」、「テレワーク月間」、「テレワーク・デイズ」等を契機としながら、国家公務
員のテレワークの積極的な実施についても各府省等に要請した。2018年４月調査によると、テレワークのハード面での環境整備は全府
省等で着実に推進している。その結果、国家公務員のテレワーク実施人数も着実に増加しており、2017年度の国家公務員のテレワーク
実績（本省分）は、6,635人で、前年度と比較して約1.5倍に増加し、職員総数に占める実施割合は12.4%となっている。

リモートアクセスについても、2018年４月調査によると、23府省庁等中16府省等が携帯端末（スマートフォン等）によるリモートアクセスを
導入するなど、環境整備は進んでいる。
・地方公務員については、「地方公務員月報」や 2018年３月に作成した「地方公務員における女性活躍・働き方改革推進のためのガイド
ブック」において、柔軟な働き方に関する取組の一つとしてテレワークを紹介し、周知を図った。
・2017年11月、テレワークに先進的に取組む企業等を、テレワーク先駆者百選及びその総務大臣賞として表彰し、優良事例の周知啓発
等を行った。また、2018年７月中の複数日をテレワーク・デイズとして、全国一斉のテレワークを実施した（参加団体数は1,682団体、参加
人数は延べ30.2万人以上）。
・ 「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」にテレワークに関する取組およびKPIを盛り込み、2018年6月に公
表した。
・2017年度の国家公務員におけるテレワークの実施状況調査および各府省庁におけるテレワーク推進計画のフォローアップを行い、 「平
成29年度国家公務員テレワーク実績等の結果」として取りまとめ、2018年６月に公表した。

▓
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・2020年までに、テレワーク導入企業を2012年度比３倍 （2016年：13.3% → 2017年 13.9%）、週１日以上終日在宅で就業する雇用型在
宅型テレワーカーを全労働者数の10%（2016年 1.3% → 2017年 1.3%）
・時間単位での取得や自宅外・モバイルワーク等の柔軟な働き方の進行を勘案し、新しいKPIを検討→2020年までにテレワーク制度等に
基づく雇用型テレワーカーの割合を2016年度比で倍増 （2016年 7.7% → 2017年 9.0%）

内閣官房内閣人事局
内閣官房ＩＴ総合戦略室

総務省情報流通行政局情報流通振興課情報流通高度化推進室
総務省自治行政局地域自立応援課
総務省自治行政局公務員課女性活躍・人材活用推進室
厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課
厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課
国土交通省都市局都市政策課

ὧ

【労務管理に関するガイドラインの刷新】
・適正な労務管理下におけるテレワークの普及のため、ガイドラインの周知啓発を図っていく。
【セキュリティに関するガイドラインの刷新】
・テレワークセキュリティガイドライン（第４版）の周知啓発を行う。
【導入支援、利用促進】
・これまでに収集・蓄積してきた先進事例や導入モデル等の積極的な横展開を行い、テレワークの裾野拡大に資することを目的とし、セミ
ナー開催、専門家の派遣、普及拡大の担い手育成を目的とした講習会の開催及びワークブックの作成、先進事例の収集等を通じた導入
支援・利用促進を実施する。

・東京テレワーク推進センターにおいて、引き続きワンストップの相談支援を実施していく。
・時間外労働等改善助成金（テレワークコース）の要件等について、適宜見直しの必要性を検証する。
・2019年度まで、サテライトオフィスのモデル事業を実施する。
・モデル事業の実施結果を踏まえ、引き続き、支援策を検討の上、実施。
【周知啓発、率先垂範】
・引き続き政府目標達成に向けて、「女性職員活躍・ワークライフバランス推進協議会」等の場を利用しながら、「テレワーク・デイズ」、
「ワークライフバランス推進強化月間」などの取組を通じて、テレワーク・リモートアクセスの推進と環境整備の実施について要請を行って
いく。
・表彰、「テレワーク・デイズ」等を通じた周知啓発・率先垂範を実施する。
・今秋ごろを目処に、「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」に基づくテレワークに関するKPIの四半期毎
フォローアップを実施予定。
・今冬に「国家公務員テレワーク情報交換会」を実施予定。
・2018年度の国家公務員テレワーク実績等の調査については、2019年4月以降実施予定。
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（12）非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援

実行計画
該当箇所

５．柔軟な働き方がしやすい環境整備
（２）非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援

16・17ページ

工程表 ⑧ 非雇用型テレワークのガイドライン刷新と働き手への支援 45ページ

ᾟ

【法的保護の中長期的検討】
・2017年10月から「雇用類似の働き方に関する検討会」を開催し、実態等を把握・分析し、課題整理を行った（2018年３月に報告書取りま
とめ）。2018年４月からは、労働政策審議会労働政策基本部会において検討を行い、2018年９月に同部会報告書が労働政策審議会で了
承された。
【ガイドライン改定】
・2018年２月に、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」を刷新し、クラウドソーシング事業者を含めた仲介事業者も適用対象に
加えるとともに、関係者が守るべき事項を改めて整理した「自営型テレワークの適正な実施のためのガイドライン」を策定した。
【業界として守るべきルールの明確化】
・業界として守るべきルールの検討に向けた準備を進めている。
・クラウドソーシング協会では当協会策定の「クラウドソーシング活用ガイドライン」を基に、2017年8月に「クラウドソーシング優良事業者
認定制度」の運用を開始し、2017年10月にクラウドソーシング優良事業者の初回認定を行った（これまでに７事業者が認定されている）。
【働き手への支援】
・自営型テレワークの働き手に必要なノウハウをまとめた「自営型テレワーカーのためのハンドブック」を改訂し、2018年度に公表した。
・自営型テレワークにおけるトラブルの防止や、自営型テレワーカーのスキルアップを図るため、e-ラーニング及び教育訓練モデルプログ
ラムの策定を進めている。
・小規模企業共済への加入促進を図るため、パンフレットの作成、関係機関への周知等の広報普及を実施している。

▓

非雇用型テレワーク（※）について、良好な就業形態となるよう環境整備を図るとともに、働き手に対する支援として、
ガイドブックの改定や、教育訓練等の支援の充実等を行う。また、雇用類似の働き方に関する保護等の在り方につい
て、法的保護の必要性を含めて中長期的に検討する。
※「自営型テレワーク」と同義。
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ὧ

厚生労働省雇用環境・均等局在宅労働課
経済産業省中小企業庁経営支援部小規模企業振興課
経済産業省経済産業政策局産業人材政策室

非雇用型テレワークに関する契約に伴うトラブルを減らす。

【法的保護の中長期的検討】
・労働政策審議会労働政策基本部会で議論を踏まえ、雇用類似の働き方に関する保護等の在り方について、法的保護の必要性も含め
引き続き検討を行っていく。
【ガイドライン改定】
・自営型テレワークの就業環境の整備のため、ガイドラインの周知啓発を図っていく。
【業界として守るべきルールの明確化】
・業界として守るべきルールの検討を行っていく。
・引き続き「クラウドソーシング優良事業者認定制度」を活用した業界の自助努力を促していく。
【働き手への支援】
・「自営型テレワーカーのためのハンドブック」の周知啓発を図っていく。
・e-ラーニング及び教育訓練モデルプログラムを策定し、周知及び活用促進を図っていく。
・小規模企業共済への加入促進のため、広報普及を図っていく。
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（13）副業・兼業の推進に向けたガイドライン策定やモデル就業規則改定などの環境整備

実行計画
該当箇所

５．柔軟な働き方がしやすい環境整備
（３）副業・兼業の推進に向けたガイドラインや改定版モデル就業規則の策定 17ページ

工程表 ⑨ 副業・兼業の推進に向けたガイドライン策定やモデル就業規則改定などの環境整備 46ページ

ᾟ

【ガイドラインの策定】
・2018年１月、副業・兼業に関する現行法令の留意点をまとめた「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を策定し、周知を行っている。
【モデル就業規則の改定】
・2018年１月、モデル就業規則を原則副業・兼業を認める内容に改定し、周知を行っている。
【複数の事業所で働く方の保護や副業・兼業の普及促進に関する制度検討】
・雇用保険等の公平な制度の在り方や、労働時間管理及び健康管理の在り方、複数就業者への労災保険給付の在り方について、必要
な検討を行っている。
【副業・兼業を通じた創業・新事業の創出、人材確保】
・2017年「兼業・副業を通じた創業・新事業創出に関する調査事業研究会」を実施。2017年3月に研究会提言を公表
・2017年度兼業・副業を試行する企業の働き手を支援するパイロット事業（創業支援事業者補助金）

▓

諸外国では副業・兼業を通じた起業が開業率の向上にも寄与しており、新たな技術の開発、オープンイノベーション、
起業の手段や第２の人生の準備としても有効である。このためガイドラインの策定やモデル就業規則の改定など副
業・兼業の普及を図るとともに、副業・兼業を通じた創業・新事業の創出に関する好事例の横展開を図る。その際、長
時間労働を招かないよう、労働時間管理の在り方等についても整理する。

【ガイドラインの策定】
・副業・兼業を促進するため、引き続き周知を行う。
【モデル就業規則の改定】
・副業・兼業を促進するため、引き続き周知を行う。
【複数の事業所で働く方の保護や副業・兼業の普及促進に関する制度検討】
・各制度の現状を踏まえつつ、引き続き必要な検討を行っていく。
【副業・兼業を通じた創業・新事業の創出、人材確保】
・2018年に兼業・副業を通じた創業のモデル創出事業（中核人材事業）を行う。

28



項
目
４
．
柔
軟
な
働
き
方
が
し
や
す
い
環
境
整
備

希望者は原則として副業・兼業を行うことができる社会にする。

厚生労働省労働基準局労働関係法課
厚生労働省労働基準局監督課
厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
厚生労働省労働基準局労災管理課
厚生労働省職業安定局雇用保険課
厚生労働省年金局年金課
厚生労働省保険局保険課
経済産業省経済産業政策局産業人材政策室
経済産業省中小企業庁経営支援部経営支援課
経済産業省中小企業庁事業環境部創業・新事業促進課

ὧ
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（14）治療と仕事の両立に向けたトライアングル型支援などの推進

実行計画
該当箇所

７．病気の治療と仕事の両立
（１）会社の意識改革と受入れ体制の整備
（２）トライアングル型支援などの推進
（３）労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化

20・21ページ

工程表 ⑩ 治療と仕事の両立に向けたトライアングル型支援などの推進 47ページ

ᾟ

【トライアングル型サポート体制の構築】
・2018年３月、両立支援コーディネーター養成のための研修カリキュラムを作成し、同年4月より（独）労働者健康安全機構において、当該
研修を開始している。
・2018年３月、疾患別サポートマニュアル（企業・医療機関連携マニュアル）について、がんに係るマニュアルを作成、公表した。
・がん患者に対する個々の事情に応じた就労支援を行うため、2017年度に「治療と仕事両立プラン」を開発。
・がん診療連携拠点病院に設置されている「がん相談支援センター」に、「両立支援コーディネーター」を専任で配置し、「治療と仕事両立

プラン」を活用した就労支援を行う「がん患者の仕事と治療の両立支援モデル事業」を2018年７月より開始。
・医療機関、難病相談支援センター及び就労支援機関が連携し、難病患者への両立支援の好事例を収集することを目的として、「治療と
仕事両立プラン」を活用した就労支援を行う「医療機関における難病患者への就労（継続）支援モデルに関する研究」（難治性疾患政策
研究事業）を2018年８月より開始。
・長期にわたる治療を受けながら求職活動を行っているがん患者等の身近な相談先を確保するため、がん診療連携拠点病院とハロー
ワークの相談支援体制及びハローワークの専門相談員を拡充。（ハローワークの窓口設置数 2017年度57所⇒2018年度69所、実施拠
点病院数 2017年度88病院⇒2018年度118病院）
【不妊治療と仕事の両立に関する相談支援の充実】
・不妊治療と仕事の両立に係る諸問題についての総合的調査研究事業において、実態調査、周知広報資料・不妊専門相談センターの
相談員向けの研修資料の作成等を行った。
・2017年度から、不妊専門相談センターにおける事業内容に「不妊治療と仕事の両立に関する相談対応」を追加し、夜間・休日の相談受
付時間の延長等に係る加算を設け、支援体制の充実を図っている。（実施ヶ所 66カ所（2017年７月１日現在））。

▓

がん等の病気を抱える患者や不妊治療を行う夫婦が活躍できる環境を整備する。治療状況に合わせた働き方ができ
るよう、患者に寄り添いながら継続的に相談支援を行い、患者・主治医・会社間を調整する両立支援コーディネーター
を配置し、主治医、会社とのトライアングル型サポート体制を構築する。あわせて会社、労働者向けの普及・啓発を行
い、企業文化の抜本改革を促す。
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【企業文化の抜本改革】
・2017年度、ガイドラインの普及推進を図るため、ポータルサイトの開設、主に企業を対象としたシンポジウムの開催等を実施した。
・2017年度、各都道府県の関係者間のネットワークを構築するため、都道府県労働局を事務局とした「地域両立支援推進チーム」を設置
した。
・治療と仕事の両立等の観点から、傷病手当金の支給要件等について検討を行っている。
・2017年度、両立支援の普及推進を図るため、障害者雇用安定助成金（障害・治療と仕事の両立支援制度助成コース）を創設した。
【労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化
・2018年第196回通常国会において、産業医・産業保健機能の強化等の内容を盛り込んだ働き方改革関連法が成立し、関係の省令を
2018年９月７日に公布（2019年４月１日施行）。

▓

【トライアングル型サポート体制の構築】
・2018年度、疾患別サポートマニュアル・企業連携マニュアルについて、脳卒中、肝疾患に係るマニュアルを作成予定。
・2018年度以降、引き続き、両立支援コーディネーター養成研修を実施する。
・「がん患者の仕事と治療の両立支援モデル事業」を推進し、「治療と仕事両立プラン」を活用した支援を普及させていく。
・引き続き、「医療機関における難病患者への就労（継続）支援モデルに関する研究」において、難病患者への両立支援の好事例を収集
し、全国の医療機関、難病相談支援センター及び就労支援機関への普及方法を検討する。
・引き続き、がん診療連携拠点病院とハローワークとの連携による相談支援体制の整備を図る。
【不妊治療と仕事の両立に関する相談支援の充実】
・仕事と不妊治療の両立に関する周知啓発を進めるとともに、不妊専門相談センターの相談員に対し、仕事と不妊治療の両立について
の研修を行う。
・「ニッポン一億総活躍プラン」等を踏まえ、不妊専門相談センターの全都道府県・指定都市・中核市での設置を推進し、相談支援体制の
充実を図る。
【企業文化の抜本改革】
・2018年度、引き続きガイドラインの普及推進を図るため、ポータルサイトの充実、主に企業を対象としたシンポジウムや地域セミナーを
開催予定。
・2018年度、各都道府県の関係者間のネットワークを構築するため、各都道府県において「地域両立支援推進チーム」の会議を開催予定。
・傷病手当金の支給要件等について、引き続き、保険者をはじめ関係者の意見を踏まえつつ、検討をすすめ、必要な措置を講ずる。
・2018年度、障害者雇用安定助成金（障害や傷病治療と仕事の両立支援コース） に改称し、引き続き、助成金による制度導入支援を行う。
【労働者の健康確保のための産業医・産業保健機能の強化】
・改正労働安全衛生法及び改正労働安全衛生規則を含む働き方改革関連法の施行に向けて、同法及び同令の周知を行う。

・治療と仕事の両立が普通にできる社会を目指す。
・両立支援コーディネーターを2020年度までに2,000人養成する。（養成研修修了者数（2018年９月末時点）1,549人）
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厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課
厚生労働省労働基準局安全衛生部計画課
厚生労働省健康局がん・疾病対策課
厚生労働省健康局難病対策課
厚生労働省職業安定局雇用開発部雇用開発企画課
厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課
厚生労働省首席職業指導官室
厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課
厚生労働省子ども家庭局母子保健課
厚生労働省保険局保険課

ὧ
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（15）子育て・介護等と仕事の両立支援策の充実・活用促進（保育・介護の受け皿整備等）

実行計画
該当箇所

８．子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労
（１）子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進 22・23ページ

工程表 ⑪ 子育て・介護等と仕事の両立支援策の充実・活用促進（その１）（その２） 48・49ページ

ᾟ

【保育・介護の受け皿整備】
（保育の受け皿整備）
・ 保育の受け皿については、2013年度から2017年度末までの５年間で約53.5万人分を整備。さらに、待機児童解消に向けて、2017年６
月に公表した「子育て安心プラン」を２年前倒しし、2020年度末までに32万人分の受け皿を確保することとしている。
・ 病児保育事業については、2016年度に病児保育施設の整備に係る補助を創設し、利用者のニーズに対応するための受け皿確保に
取り組んでいる。
・ 「新しい経済政策パッケージ」（2017年12月8日閣議決定）を踏まえ、「放課後子ども総合プラン」に基づく2019年度末までの約30万人分
の新たな受け皿の確保を、2018年度までに前倒しする。 2017年５月時点で、放課後児童クラブ登録児童数1,171,162人、放課後児童クラ
ブ数 24,573クラブ。
（介護の受け皿整備）
・2018～2020年度の第７次介護保険事業計画の策定に際して、自治体が参考とする基本指針において、介護に取り組む家族等への支
援の充実が重要である旨を明示した（2017年度）。

・介護保険や介護休業制度等に関するリーフレットを、医療保険者等を通じて、介護保険の第２号被保険者（40歳～64歳）の方々にお配
りし、継続的に周知を図っている。

・地域医療介護総合確保基金により、地域の実情に応じた介護施設等の整備の推進や、介護従事者の確保対策の支援を行っている。
【保育・介護人材の処遇改善】
（保育人材の処遇改善）
・ 2017年度において、全ての保育士等に２％の処遇改善を実施し、政権交代後、合計で10％の改善を実現した。加えて、概ね経験３年
以上で月額５千円、７年以上で月額４万円の加算を行った。
・ また、2017年度補正予算及び2018年度予算により、保育士等に1.1％の処遇改善を行った。

▓

自らのライフステージに合わせ、男女とも仕事と育児・介護等との両立ができるよう、保育の受け皿・介護サービス等
の整備や保育・介護人材の処遇改善を進めつつ、両立支援策を強化していく。また、本年４月以降の各自治体におけ
る今後の待機児童の改善状況等も踏まえ、新たなプランを策定する。
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【保育・介護の受け皿整備】
（保育の受け皿整備）
・ ２年前倒しされた「子育て安心プラン」に基づき、2020年度末までに32万人分の保育の受け皿を確保するよう取組を進める。
・病児保育事業については、2018年度予算で、事業の安定的な運営の確保につながるよう、利用児童数に応じた加算分補助基準額の
上限見直しなど、補助の仕組みを改善しており、引き続き、病児保育事業の推進に取り組む。
・ 2018年９月に策定した「新・放課後子ども総合プラン」に基づき、放課後児童クラブについて、2021年度末までに約25万人分を整備し、
待機児童解消を目指す。その後も、女性就業率の上昇を踏まえ2023年度末までに計約30万人分の受け皿を整備することに加え、子ども
の主体性を尊重し、子どもの健全な育成を図る放課後児童クラブの役割を徹底し、子どもの自主性、社会性等のより一層の向上等を図
る。
（介護の受け皿整備）
・介護離職や家族等の介護者の観点も踏まえた調査について、調査方法の改善を検討する。
・引き続き、2020年代初頭までに介護の受け皿を50万人分以上へ拡大するため、介護施設等の整備等、介護サービス提供体制の整備
を促進するための支援を行う。

【保育・介護人材の処遇改善】
（保育人材の処遇改善）
・ これまでの取組に加え、「新しい経済政策パッケージ」（2017年12月８日閣議決定）に基づき、2019年４月から更に１％の改善を行う。
（介護人材の処遇改善）
・介護職員の処遇改善を着実に進めていくため、処遇改善加算の新規取得やより上位の区分の取得に向け、事業所へ専門的な相談員
（社会保険労務士など）を派遣し、個別の助言・指導等を行うことなどにより、加算取得の支援を行う。
・「新しい経済政策パッケージ」（2017年12月８日閣議決定）に基づき、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てること
ができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数10年以上の介護福祉士について月額８万円相当
の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、2019年10月から、介護職員の更なる処遇改善を実施することとしており、
その具体的な内容について検討する。

（介護人材の処遇改善）
・2017年度の介護報酬改定において、技能や経験に応じて昇級する仕組みなどを構築した事業者を評価し、処遇改善を促す加算を設け、
この結果、2009年4月からの実績を合計すると、５万７千円の処遇改善が実現した。

▓
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・安心して結婚・妊娠・出産・子育てできる社会が実現していると考える人の割合40％以上（2013年度：19.4％ → 2017年度：40.5％）
・男性の育児休業取得率13％（2015年度：2.65％ → 2017年度：5.14％）
・男性の配偶者の出産直後の休暇取得率80％ （ 2016年度：55.9％）

厚生労働省子ども家庭局総務課少子化総合対策室
厚生労働省子ども家庭局保育課
厚生労働省老健局介護保険計画課
厚生労働省老健局高齢者支援課
厚生労働省老健局老人保健課
内閣府子ども・子育て本部（少子化対策担当）

ὧ
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（16）子育て・介護等と仕事の両立支援策の充実・活用促進（両立支援策の推進）

実行計画
該当箇所

８．子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労
（１）子育て・介護と仕事の両立支援策の充実・活用促進 22・23ページ

工程表 ⑪ 子育て・介護等と仕事の両立支援策の充実・活用促進（その１）（その２） 48・49ページ

ᾟ

・育児休業取得率（2016年）男性：3.16％ 女性：81.8％ → （2017年）男性：5.14％ 女性：83.2％
【育児・介護休業法等の改正】
・育児・介護休業法等の改正（ 2017年10月１日施行）により、保育所に入れない等一定の要件を満たした場合、子が２歳に達する日ま
で育児休業および育児休業給付の支給を延長することを可能にした。
【男性の育児・介護等への参加促進】
・男性の育児と仕事の両立を推進する企業を表彰する「イクメン企業アワード」と部下の育児と仕事の両立を支援する管理職（イクボ
ス）を表彰する「イクボスアワード」を毎年実施。これらのアワードの表彰式・シンポジウムの開催、受賞企業・受賞者によるロールモデ
ル集の作成により、社会的気運の醸成を図った。
・次世代育成支援対策推進法に基づくくるみん認定について、男性の育児休業取得に関する認定基準の引き上げを行った（2017年４
月１日施行）。
・仕事と育児の両立支援に係る総合的研究会において、特に男性による育児の促進を中心とした仕事と家庭の両立のための方策等
について検討が行われ、2018年３月に報告書を公表した。
・男性地方公務員については 、 2018年３月に作成した「地方公務員における女性活躍・働き方改革推進のためのガイドブック」にお
いて、高水準の育児休業取得率を達成している地方公共団体の取組事例等を紹介し、周知を図った。
・国家公務員の「男の産休」５日以上取得率39.1％（2016年度）
・国家公務員について、ハンドブックやポスターの作成や、各種セミナー、各府省等の優良事例の横展開等による意識啓発を行った。

・国家公務員の管理職の人事評価を行うに当たり、部下の「男の産休」等の両立支援制度の活用に向けた当該管理職の取組状況を
重視すること等について、各府省官房長等宛の通知を発出した。

▓

自らのライフステージに合わせ、男女とも仕事と育児・介護等との両立ができるよう、保育の受け皿・介護サービス
等の整備や保育・介護人材の処遇改善を進めつつ、両立支援策を強化していく。また、本年４月以降の各自治体
における今後の待機児童の改善状況等も踏まえ、新たなプランを策定する。
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・安心して結婚・妊娠・出産・子育てできる社会が実現していると考える人の割合40％以上（2013年度：19.4％ → 2017年度：40.5％）
・男性の育児休業取得率13％（2015年度：2.65％ →  2017年度：5.14％）
・男性の配偶者の出産直後の休暇取得率80％ （2015年度：55.9％）

厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課
厚生労働省職業安定局雇用保険課
総務省自治行政局公務員課女性活躍・人材活用推進室
内閣官房内閣人事局

ὧ

【育児・介護休業法等の周知】
・引き続き改正法の着実な施行および周知を行う。
【男性の育児・介護等への参加促進】
・引き続き「イクメン企業アワード」及び「イクボスアワード」の実施並びにロールモデル集の作成を進めるとともに、研究会報告書も踏
まえ、男性の育児を促進していく。
・くるみん認定の新基準について周知を行い、引き上げ後の基準に基づく認定企業数の増加を図る。
・地方公務員については、引き続き、男性の育児休業取得等に関する取組事例の収集・提供を行い、各団体の取組を支援する。
・国家公務員について、意識啓発の取組を引き続き実施し、「男の産休」の取得を当たり前とする職場環境の整備に努める。
・また、上記通知を踏まえた各府省等の取組のフォローアップを行うなど、引き続き、当該取組の徹底に努める。
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（17）障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進

実行計画
該当箇所

８．子育て・介護等と仕事の両立、障害者の就労
（２）障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進 23・24ページ

工程表 ⑫ 障害者等の希望や能力を活かした就労支援の推進 50ページ

ᾟ

【長期的寄り添い型支援の重点化】
・2018年度から、障害者雇用ゼロ企業が障害者の受入れを進めるため、障害者を雇用したことがない事業主等がハローワーク等と協力し
て職場実習計画を策定し障害者を受入れた場合の支援を実施。また、職場適応援助者（ジョブコーチ）の研修体系の見直しや研修機会の
拡充・実施体制を整備した。
・2018年度から、事業主からの要請等に基づいて障害者雇用に知見のある企業ＯＢ等の紹介・派遣等を行う障害者雇用支援人材ネット
ワーク事業を実施した。
【障害者の一般就労に向けた在学中からの一貫した支援】
・2017年度に、特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制を整備するため、各自治体に
対する補助事業を実施（30地域）した。
・2017年度から、障害学生支援を推進するため、大学間及び福祉・労働行政機関や企業等とのネットワークを構築する、社会で活躍する
障害学生支援プラットフォーム形成事業を実施した。
・休職期間中に就労系障害福祉サービスが利用できる要件について、2018年３月に事務連絡を発出し、取扱いを明確化することにより、
復職を支援する仕組みを整備した。
・2017年度に聴覚に障害のある人が電話を一人で掛けられるように支援する電話リレーサービスの実施体制を構築し、2018年度において、
充実を図った。また、障害者の職業生活の改善を図るための補装具の普及を図る目的で、筋電義手の適用に関する調査研究を実施した。
【在宅就業支援制度の活用促進】
・2017年度、企業による発注促進のための事例集の作成やマッチング促進のための周知を実施。
・2018年度、マッチング促進のための更なる周知の実施や障害者の在宅就業を支援する団体の受注増や単価増につながる具体的なノウ
ハウを整理したノウハウブックを作成予定。
【農業と福祉の連携強化】
・農福連携による障害者の就労支援について、全都道府県での実施に向けて、2018年度における補助事業（農福連携による障害者の就
農促進プロジェクト）の充実を図った。

▓

障害者等が希望や能力、適性を十分に活かし、障害の特性等に応じて最大限活躍できることが普通になる社会を目
指す。このため、長期的寄り添い型支援の重点化等により、障害者雇用ゼロ企業を減らしていくとともに、福祉就労の
場を障害者がやりがいをより感じられる環境に変えていく。また、特別な支援を必要とする子供について、初等中等・
高等教育機関と福祉・保健・医療・労働等の関係行政機関が連携して、就学前から卒業後にわたる切れ目ない支援
体制を整備する。
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・障害者雇用ゼロ企業を減らすための取組を推進する。
・就労移行支援事業所等の利用を経て一般就労へ移行する者を2020年度までに2016年度実績の1.5倍以上とする。

→ 2016年度：14,492人

厚生労働省職業安定局雇用開発部障害者雇用対策課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室
文部科学省初等中等教育局特別教育支援課
文部科学省高等教育局学生・留学生課

ὧ

【長期的寄り添い型支援の重点化】
・引き続き、障害者雇用ゼロ企業が障害者の受入れを進めるため、障害者を雇用したことがない等の事業主が障害者を受入れた場合の
支援を実施するとともに、職場適応援助者（ジョブコーチ）の研修機会を提供する。
・引き続き、事業主からの要請等に基づいて障害者雇用に知見のある企業ＯＢ等の紹介・派遣等を行う障害者雇用支援人材ネットワーク
事業を実施する。
【障害者の一般就労に向けた在学中からの一貫した支援】
・特別な支援を必要とする子供への就学前から学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制を整備するため、各自治体に対する補助
事業を継続して実施する。
・引き続き、障害学生支援を推進するため、社会で活躍する障害学生支援プラットフォーム形成事業を実施する。
・復職のための就労系障害福祉サービスの利用について、引き続き推進する。
・電話リレーサービスを提供する事業の実施状況を踏まえた検討を行う。また、筋電義手等の補装具の効果的な活用に向けた調査研究
を継続して行う。
【在宅就業支援制度の活用促進】
・2018年度中にノウハウブックを作成後、障害者の在宅就業を支援する団体等へ周知する。
【農業と福祉の連携強化】
・補助事業を活用した農福連携による障害者の就労支援について、全都道府県で実施できるよう必要な取組を進める。
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（18）外国人材受入れの環境整備

実行計画
該当箇所

12．外国人材の受入れ
26・27ページ

工程表 ⑬ 外国人材受入れの環境整備 51ページ

ᾟ

【外国人材受入れの在り方の検討】
・現行の専門的・技術的な外国人材の受入れ制度を拡充し、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とし
た新たな在留資格を創設することが「経済財政運営と改革の基本方針2018」（2018年６月15日閣議決定）に盛り込まれた。
【外国人のための生活・就労環境の整備】
・外国人留学生が国内で就職する際の在留資格変更申請手続について、中小企業についても、一定の基準を満たす場合に、大企業と
同じ提出資料となるように簡素化することが「まち・ひと・しごと創生基本方針2018」（2018年６月15日閣議決定）に盛り込まれた。
・「経済財政運営と改革の基本方針2018」を踏まえ、法務省に外国人の受入れ環境整備に関する総合調整機能が付与された（「外国人
の受入れ環境の整備に関する業務の基本方針について」（2018年７月24日閣議決定））。また、外国人の受入れ環境の整備について、関
係行政機関と緊密な連携の下、政府一体となって総合的な検討を行うため、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が設置さ
れた（2018年７月24日閣議口頭了解）。
・優秀な外国人留学生の掘り起こし、留学生の在籍管理、卒業後の国内への定着支援など、専修学校への留学に係る入口から出口に
至るまでの総合的・戦略的な留学生施策の推進のため、日本語教育機関や企業等の関係機関・団体との連携によるモデルの構築に着
手した。
・各自治体が行う外国人児童生徒等への支援体制の整備に対して支援を行う「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細
かな支援事業」（補助事業）等を実施した。
・2017年度から、各大学が地域の自治体や産業界と連携し、就職に必要なスキルである「ビジネス日本語」「キャリア教育」「中長期イン
ターンシップ」を一体として学ぶ環境を創設する取組を支援する「留学生就職促進プログラム」を12拠点で開始した。
・「生活者としての外国人」のための日本語教育の充実のため、モデル事業を通じた地域の優れた取組の支援や日本語教室が設置され
ていない地域にアドバイザー派遣等を行っているほか、2018年度からはモデル事業を通じた日本語教育人材の養成・研修カリキュラム
等の改善などに取り組んでいる。
・2017年度に、高度外国人材にとっても魅力のある就労環境を整備するため、雇用管理改善により高度外国人材の受入れ及び活用が
促進された取組に係る実態調査を実施し、好事例集の作成・周知を実施した。

▓

40

専門的・技術的分野の外国人材については、我が国の経済社会の活性化に資することから、積極的に受け入れるこ
とが重要。他方、専門的・技術的分野とは評価されない分野の外国人材の受入れについては、ニーズの把握や経済
的効果の検証だけでなく、日本人の雇用への影響、産業構造への影響、教育、社会保障等の社会的コスト、治安など
幅広い観点から、国民的コンセンサスを踏まえつつ検討を進める。
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【高度外国人材の更なる活用】
・2017年４月、「高度外国人材」として認められた外国人について、ポイントに応じて永住許可申請に要する在留期間を現行の５年から短
縮（高度人材ポイントが70点以上の者は３年、80点以上の者は１年）する「日本版高度外国人材グリーンカード」を創設した。
・同月、高度人材ポイント制における要件を見直し、先端プロジェクトに従事する者、高額投資家、トップ大学卒業者等について特別加算
の追加を実施した。
・2017年12月、高度外国人材が我が国への入国後に、本国に残った家族の家事に従事している等の家事使用人を我が国に呼び寄せら
れるよう、高度外国人材に帯同する家事使用人の受入れ要件を見直した。
【国家戦略特区の活用】
・2015年９月、国家戦略特別区域内で家事支援活動を行う外国人の受入れ事業が施行された。
・2017年９月、国家戦略特別区域内で農業支援活動を行う外国人の受入れ事業が施行された。
【外国人介護福祉士の活用】
・新たな在留資格「介護」の創設を盛り込んだ入管法一部改正法が2017年９月１日に施行され、本邦の介護福祉士養成施設を卒業して
介護福祉士の国家資格を取得した外国人留学生が引き続き国内で就労できるようになった。
・介護分野における技能実習や在学中の資格外活動による３年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講し、介護福祉士の国家試験
に合格した外国人についても在留資格「介護」を認めること等が「新しい経済政策パッケージ」（2017年12月８日閣議決定）に盛り込まれ
た。
・2018年度から、介護福祉士国家資格の取得を目指す外国人留学生の円滑な受入れ・定着を図るため、留学生に対する相談支援等の
体制整備を行うほか、地域医療介護総合確保基金のメニューに、留学生に対して奨学金等の支援を行う介護施設等への経費助成等を
含む「介護福祉士国家資格の取得を目指す外国人留学生の受入環境整備事業」を追加した。

▓
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・日本語指導を必要とする外国人児童生徒の日本語指導受講率100%を目指す。（2016年度 76.9％）
・2020年までに高度外国人材の認定10,000人を目指す。 （2016年12月末 6,669人 → 2017年12月末 10,572人）
・2017年度から在留資格「介護」による受入れ開始

【外国人材受入れの在り方の検討】
・一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材に関し、就労を目的とした新たな在留資格を創設するため、入管法一部改正法案提
出に向けた準備を進める。
・真に必要な分野に着目した外国人材を受け入れるための方策について、関係省庁と連携し検討を進めていく。
【外国人のための生活・就労環境の整備】
・外国人留学生の国内での就職を支援するため、一定の基準を満たす企業に就職予定の留学生について、在留資格変更許可申請時に
提出する資料の簡素化を図るため、関係省庁と連携し検討を進めていく。
・2018年７月に開催された「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」（第１回）において了承された「外国人材の受入れ・共生の
ための総合的対応策」の（検討の方向性）を踏まえ、最終的なとりまとめを年内に行う。
・専修学校による外国人留学生の戦略的受入れに向けた体制を整備するため、引き続き、専修学校と各地域における関係機関・団体と
の連携によるモデルの構築を推進する。
・「公立学校における帰国・外国人児童生徒に対するきめ細かな支援事業」（補助事業）等により、多言語翻訳アプリ等のICTを活用した
教育支援や外国人高校生等に対する教育支援を行う。
・留学生就職促進プログラムを12拠点で引き続き実施するとともに、その成果を公表する。
・引き続き、「生活者としての外国人」のための日本語教育の充実のため、モデル事業を通じた地域の優れた取組の支援や日本語教室
が設置されていない地域へのアドバイザー派遣等に取り組むほか、モデル事業を通じた日本語教育人材の養成・研修カリキュラム等の
改善や日本語教師の資格制度の整備などに取り組む。
・外国人留学生等の日本での就職を促進するため、職場で必要な日本語コミュニケーション能力の習得を目的とした研修を実施するとと
もに、留学生等と企業とのマッチングの機会を設けるため、ハローワークの外国人雇用サービスセンター等の増設など、相談体制の強化
を図る。
【高度外国人材の更なる活用】
・関係省庁が連携した広報活動により、高度外国人材の永住許可申請の要件緩和等を周知し、高度外国人材の受入れを加速化する。
・特別加算の対象となる本邦の「法務大臣が告示で定める大学」の対象範囲を拡大するために、対象大学の範囲を定める法務省告示の
見直しを検討する。
【国家戦略特区の活用】
・国家戦略特別区域法に基づく家事支援外国人材及び農業支援外国人材について、適正な受入れを行っていく。
【外国人介護福祉士の活用】
・介護分野における技能実習や在学中の資格外活動による３年以上の実務経験に加え、実務者研修を受講し、介護福祉士の国家試験
に合格した外国人についても在留資格「介護」を認める等、介護分野での外国人材の受入れに向けた国内外の環境整備を図る。
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法務省入国管理局総務課企画室
法務省大臣官房秘書課外国人施策推進室
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課
文部科学省初等中等教育局国際教育課
文部科学省高等教育局学生・留学生課
文部科学省文化庁国語課
厚生労働省職業安定局外国人雇用対策課
厚生労働省社会・援護局福祉基盤課福祉人材確保対策室
経済産業省商務・サービスグループクールジャパン政策課
農林水産省経営局就農・女性課
内閣府地方創生推進事務局

ὧ



項
目
７
．
女
性
・若
者
が
活
躍
し
や
す
い
環
境
整
備

（19）パートタイム女性が就業調整を意識しない環境整備や正社員女性の復職推進

実行計画
該当箇所

６．女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備
（２）多様な女性活躍の推進 18・19ページ

工程表
⑮ パートタイム女性が就業調整を意識しない環境整備や正社員女性の復職など多様な女性活躍
の推進（その１）（その２）

54・55ページ

ᾟ

・過去５年間での女性の就業者数が約201万人が増加（2012年～2017年）

【パートタイム女性が就業調整を意識せずに働ける環境整備】
・平成29年度税制改正において、所得税の配偶者控除等について、配偶者の収入制限を103万円から150万円に引き上げるなどの見直
しを行っており、2018年分の所得税から適用されている。
・2016年10月からの大企業で働く短時間労働者を対象とした被用者保険の適用拡大に加えて、2017年４月からは、中小企業等で働く短
時間労働者についても、労使合意を前提に企業単位で適用拡大の途を開いたところであり、被用者保険に加入することによるメリット等
の周知・広報に取り組むなど、円滑な実施を図る。
・配偶者手当の見直しを実施した企業事例や円滑な見直しに当たっての留意点を示した「配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき
事項」 （2016年５月９日とりまとめ）について税制・社会保障制度改正の内容を加えて改定したリーフレットを配布するとともに、2018年1月
改定のモデル就業規則にも掲載し、引き続き周知を図り、労使に対し、配偶者手当の在り方の検討を促した。
・国家公務員の配偶者に係る扶養手当については、2016年８月の人事院勧告において、2017年４月１日から段階的に配偶者に係る手当
額を他の扶養親族と同額まで減額することなどが勧告されたことを踏まえ、給与法改正法が2016年11月に可決・成立。
【子育て等により離職した正社員女性等の復職の推進】
・2019年度に予定されている次期ハローワークシステムの更改に向け、復職制度の有無の表示についてハローワークの求人票に盛り込
む方向で検討中。
・2017年４月に、子育て、介護等により退職した者が、就職が可能になったときに復職できる再雇用制度を導入し希望者を再雇用した企
業が利用できる助成金を創設した。

▓

44

子育て等により離職した女性の復職や再就職の支援を強化するとともに、就業調整を意識しないで働くことができる
よう環境整備を行うなど、子育てや介護など多様な経験を持つ女性が活躍できる環境を整える。また、女性リーダー
の育成を支援する。



・就業調整をして働いている女性を減らす。

ὧ

【パートタイム女性が就業調整を意識せずに働ける環境整備】
・更なる適用拡大については、法律に基づき、2019年９月末までに検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずることとされており、
引き続き検討を進めていく。
・引き続き、リーフレットやモデル就業規則を活用し、周知を図り、労使に対し、配偶者手当の在り方の検討を促していく。
・国家公務員の配偶者に係る扶養手当の見直しについて、着実に実施する。
【子育て等により離職した正社員女性等の復職の推進】
・引き続き、2019年度に予定されている次期ハローワークシステムの更改に向け、復職制度の有無の表示についてハローワークの求人
票に盛り込む方向で検討する。
・女性活躍推進法の施行状況の検証を行うとともに、労働政策審議会において、検討を行う。
・再雇用に関心のある業界や影響力のある団体等への周知・広報を重点的に行なう等、一層の活用促進に努める。
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財務省主税局税制第一課
総務省自治税務局市町村税課
厚生労働省年金局年金課
厚生労働省保険局保険課
厚生労働省労働基準局賃金課
厚生労働省職業安定局首席職業指導官室
厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課
厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課
内閣官房内閣人事局

45
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（20）多様な女性活躍の推進

実行計画
該当箇所

６．女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備
（２）多様な女性活躍の推進 18・19ページ

工程表
⑮ パートタイム女性が就業調整を意識しない環境整備や正社員女性の復職など多様な女性活躍
の推進（その１）（その２）

54・55ページ

ᾟ

【女性活躍に関する情報の見える化・活用促進】
・ 「女性活躍推進企業データベース」のスマートフォン用サイトの構築など、女性活躍に関する情報の活用促進を図った。
・女性活躍推進法の施行状況の検証を行うとともに、労働政策審議会において、検討を行っている。
・2018年３月に、女性や若者が働きやすい企業の職場情報をワンストップで閲覧できる職場情報総合サイトの構築が完了。また、求職者
等による活用や、企業による積極的な職場情報の開示を促すための周知・広報を行っている。
【ワーク・ライフ・バランス等を加点評価する調達の推進】
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第20条等に基づき、国等の調達においてワーク・ライフ・バランス等推進企業を加点
評価する取組について、国の全26機関のうち、20機関が全面実施（2018年度）。独立行政法人等の全182機関のうち、170機関が全面実
施（2018年度）。
・2017年度には、地方公共団体においても国に準じた取組が進められるよう調査研究を実施し、検討に資する情報等を取りまとめ、地方
公共団体の取組を促進した。
・民間企業等においても取組が進められるよう、2016年度に取りまとめた調査研究報告書も活用し、働きかけを行った。

▓

子育て等により離職した女性の復職や再就職の支援を強化するとともに、就業調整を意識しないで働くことができる
よう環境整備を行うなど、子育てや介護など多様な経験を持つ女性が活躍できる環境を整える。また、女性リーダー
の育成を支援する。
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【女性リーダーの育成等】
・コーポレートガバナンス改革等の動きを踏まえ、取締役会におけるジェンダーや国際性の面を含む多様性の確保を促す情報開示項目
の追加等「ダイバーシティ2.0行動ガイドライン」の改訂を行った。
・2016年度から地域の金融機関や産業・創業支援機関、女性に対するキャリア相談を行う民間事業者・NPO等を中心とした「女性起業家
等支援ネットワーク」を全国10箇所に形成。
・地域の実情に応じた女性の活躍をより一層加速するため、地方公共団体が女性活躍推進法に基づき策定した推進計画における女性
の活躍推進に関する施策の推進を地域女性活躍推進交付金により支援した。
・2016年度に策定した「女性リーダー育成プログラム」に基づく研修を、 2017年度は神奈川と京都で試行実施・検証することでその効果
や課題を明らかにし、成果を幅広く共有した。
・企業等の組織トップが自ら女性活躍に取り組む機運を醸成するため「輝く女性の活躍を促進する男性リーダーの会」行動宣言について
賛同者の呼びかけを幅広く行い195名（2018年9月時点）まで賛同者を増やすとともに、賛同者ミーティングを行い機運醸成を行った。
・男女共同参画推進連携会議「経済分野における女性の活躍推進チーム」第２回会合（2018年７月実施）において各地方自治体における
女性起業家支援対策一覧を資料として配布し、幅広い共有を行った。

▓

【女性活躍に関する情報の見える化・活用促進】
・引き続き、女性活躍推進法の施行状況の検証を行うとともに、労働政策審議会において、検討を行うほか、「女性活躍推進企業データ
ベース」の活用が進むよう、努力義務企業も含めて、企業への積極的な登録勧奨等を行う。
・2018年９月末に、職場情報総合サイトを一般公開。また、当該サイトの利用状況等を踏まえてさらに見直し、改良を実施する。
・2018年度に、機関投資家等を対象にESG投資における女性活躍情報の活用状況等を調査する。
【ワーク・ライフ・バランス等を加点評価する調達の推進】
・国及び独立行政法人等の調達においては、フォローアップを行いながら着実に実施する。
・地方公共団体並びに2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会及び民間企業等における調達において、取組が推進されるよう
引き続き働きかける。
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【女性リーダーの育成等】
・「なでしこ銘柄」の選定基準の改訂等を通じ、取締役会の多様性確保や企業の情報開示等を促進することで、ダイバーシティ経営の深
化を促進する。
・2016年度から2018年度の活動の中で収集・整理した女性起業家等支援ノウハウ等を全国的に展開するとともに、全国における支援
ネットワーク自立化のための仕組みを検討。
・地域の実情に応じた地方公共団体の女性活躍推進に関する施策を推進するため、引き続き地域女性活躍推進交付金による支援を
行っていく。
・ 「女性リーダー育成プログラム」に基づく研修について、2018年度は、2017年度事業を踏まえ、地域を拡大して実施するとともに、大学
等と連携した事業を実施し、その課題を明らかにするとともに広く共有することでさらに成果を全国に普及させる。
・企業等の組織トップが自ら女性活躍に取り組む機運を醸成するため「輝く女性の活躍を促進する男性リーダーの会」行動宣言について
賛同者の更なる呼びかけを幅広く行うとともに、地方公共団体や地元企業・大学等の組織トップによるネットワークの形成や情報・意見交
換を促進するよう、引き続き賛同者ミーティング等を行い、都道府県や地域の経済団体等に呼びかけを行う。
・男女共同参画推進連携会議「経済分野における女性の活躍推進チーム」で共有された各地方自治体における女性起業家支援対策一
覧を内閣府内ホームページで公表し、今後も広く共有を図る。

・働き方・女性活躍に関する情報公表の平均項目数を増加させる。
・女性管理職比率：民間15%、政府７% (2020年) （2016年時点：民間：10.3% 、政府4.1% → 2017年時点：民間10.9% 、政府4.4% ）
・上場企業役員に占める女性割合：早期に５%、更に10%を目指す（2020年） （2016年時点：3.4% → 2018年時点：4.1% ）

内閣府男女共同参画局総務課
内閣府男女共同参画局推進課
厚生労働省 政策統括官付 労働政策担当参事官室
厚生労働省雇用環境・均等局雇用機会均等課
厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課
厚生労働省人材開発統括官若年者・キャリア形成支援担当参事官室
経済産業省経済産業政策局経済社会政策室

ὧ
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（21）就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備の推進

実行計画
該当箇所

６．女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備
（３）就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備 19・20ページ

工程表 ⑯ 就職氷河期世代や若者の活躍に向けた支援・環境整備の推進 56ページ

ᾟ

・若年無業者（※）の数は、2016年に比べ２万人の減少。（2016年：56万人 → 2017年：54万人）
(※)15～34歳の非労働力人口のうち家事も通学もしていない者

【就職氷河期世代への支援】
・わかものハローワーク等におけるきめ細かな職業相談や、就職意識を高めるためのセミナー等による正社員就職実現に向けた取組、
長期にわたり不安定な雇用を繰り返す者を正社員として雇い入れた事業主に対する助成に加え、2018年４月より、地域若者サポートス
テーションにおけるモデル事業による40歳代前半の無業の方々が抱える課題に応じた総合的な就職支援メニューの開発に着手している。
・.雇用保険法を改正し、2017年４月より、倒産・解雇等により離職した30～45歳未満の者の所定給付日数を引き上げた（30～35歳未満：
90→120日、35～45歳未満：90日→150日）。
【高校中退者等に対する就労・自立支援】
・高校中退者等を対象に、高等学校卒業程度の学力を身に付けさせるための学習相談・支援を行うモデルを構築するため、地方公共団
体等の６団体（うち、３団体は2017年度から継続）へ事業を委託し、実践研究を行っている。
・全国の地域若者サポートステーションにおいて、2017年４月より高校等と連携した、中退者等へのアウトリーチ型を含む切れ目ない就労
支援を実施している。
【多様な選考機会の促進】
・地方公共団体と大学等がお互いの状況を把握するポータルサイトを設立するとともに、地方企業の魅力をより効果的に東京圏の学生
に周知するために、東京圏に所在する大学等と地方公共団体の緊密な連携体制を構築するプラットフォームを試行的に運営している。
・2018年３月に若者雇用促進法の指針を改正し、事業主等が講ずべき措置として地域限定正社員制度の導入の積極的な検討等を盛り
込むととともに、４月には、厚生労働副大臣から主要経済団体に対して、同指針の周知・啓発に関する協力要請を行った。

▓
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就職氷河期世代の正社員化に向けた集中的な支援を行うとともに、高校中退者やひきこもりの若者等に対し、教育・
就労にわたる切れ目ない支援を提供し、就労・自立の実現につなげる。また、多様な採用機会を拡大し、単線型の日
本のキャリアパスを変えていく。
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【若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対応策の強化】
・2017年３月、職業安定法を改正し、ハローワークや職業紹介事業者等の全ての求人を対象に一定の労働関係法令違反を繰り返す事
業主等の求人を受理しないことを可能とした（公布から３年以内に施行）。また、募集情報等提供事業者については、募集情報の適正化
等のために講ずべき措置を指針で定めるとともに、指導監督を行う規定を整備した。
・2017年９月、業界団体との連携のもと、募集情報等提供事業者向けに策定しているガイドラインを改正し、求人企業・事業主、若者等に
対する労働ルール等に係る情報提供を各求人情報提供事業者に向け要請した。
・学生・生徒に対する労働関係法令や相談・通報窓口等の周知を図るため、文部科学省と連携しつつ、①労働法制についての分かりや
すいハンドブックを作成し周知する、②都道府県労働局の幹部等が高等学校・大学等に出向いて労働法の講座等を行う、③労働条件に
関する法制度や裁判例を解説する基礎的なセミナーを全国で開催するといった取組を進めてきた。また、「労働条件相談ポータルサイト」
の運営を通じて、労働基準関係法令や事案に応じた相談先等の情報提供を行うとともに、「労働条件相談ほっとライン」を設置し、夜間・
休日の相談を受け付けている。
・2018年４月、大学生等に対して労働法に関する教育を行うための教員等向けの指導者用資料を作成し、全国の大学等に配布した。
・2018年６月、業界団体に対し、裁量労働制による就労を予定する内容の募集情報についての適正な明示等について、周知・啓発を要
請した。また、2018年８月、求人者用の周知資料を作成の上、経済団体等に対して配布し、周知・啓発を要請した。
・働き方改革関連法により労働基準法が改正され、同法に基づく新たな労働時間の上限規制等が設けられたことに伴い、若年者雇用促
進法に基づく学卒求人不受理の対象条項の追加等を内容とする政令について、第134回労働政策審議会職業安定分科会等で諮問・答
申、公布された（2019年４月１日施行）。

▓
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【就職氷河期世代への支援】
・引き続き、就職氷河期世代の無業者・不安定雇用者の抱える課題に応じた支援を実施する。
・引き続き、改正雇用保険法の着実な施行および周知を行う。
【高校中退者等に対する就労・自立支援】
・モデル構築のための実践研究を行うとともに、普及・全国展開を図る。
【多様な選考機会の促進】
・地方企業の魅力をより効果的に東京圏の学生に周知するため、引き続きプラットフォームの機能を強化していくとともに、各地方公共団
体が企業の開拓やプログラム設計を行うに当たり活用できる資料を作成し周知を図る。また、全国的な気運醸成を図るため、シンポジウ
ムを開催する。
【若者の「使い捨て」が疑われる企業等への対応策の強化】
・2017年３月の職業安定法の改正内容のうち、労働関係法令違反を繰り返す事業主等の求人を受理しないことを可能とする規定につい
ては、今後、政省令等の改正を行う。
・引き続き、文部科学省と連携して労働法の知識や相談・通報窓口等の周知の推進を行っていく。
・2018年度に、自治体等が若者を対象とした労働法に関するセミナーを行うときに使用できる教材の作成や、2016年度、2017年度に作成
した指導者用資料の使い方に関するセミナーを全国で開催する。
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厚生労働省人材開発統括官付若年者・キャリア形成支援担当参事官室
厚生労働省職業安定局雇用保険課
厚生労働省職業安定局需給調整事業課
厚生労働省職業安定局首席職業指導官室
厚生労働省政策統括官付労働政策担当参事官室
厚生労働省労働基準局労働条件政策課 労働条件確保改善対策室
厚生労働省労働基準局監督課
文部科学省生涯学習政策局参事官付
内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局

・若年層（25-34歳）の不本意非正規雇用労働者の割合：28.4％（2014年平均）→2020年 半減 （2017年：22.4％）
・学習相談事業を利用した高校中退者等のうち、

高卒認定試験又は高等学校を受験した者の割合：2019年度に80％ （2017年度 23.8％）
高卒認定試験に合格した者の割合：2019年度に30％ （2017年度 14.3％）

・地方創生インターンシップの参加者受入企業数（2016年 6,441社）を2020年に２倍 （2017年：7,129社）
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（22）女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援や職業訓練などの充実

実行計画
該当箇所

６．女性・若者の人材育成など活躍しやすい環境整備
（１）女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援などの充実 17・18ページ

工程表 ⑭ 女性のリカレント教育など個人の学び直しへの支援や職業訓練などの充実（その１）（その２） 52・53ページ

ᾟ

【女性のリカレント教育など個人の主体的な学び直し講座の受講支援】
・雇用保険法等を改正し、2018年１月より、専門実践教育訓練給付を拡充した。①給付率６割→７割、上限額年間48万円→56万円、②
離職後に出産、子育て等でのブランクが長くなっても受給を可能とする（４年→20年）よう取扱いを変更した。
【学び直し講座の充実・多様化】
・2017年10月より国家資格の取得等を目指す長期の離職者訓練コースについて設定できる分野を拡充した。
・大学等、地方公共団体、男女共同参画センター等の関係機関が連携し、地域の中で女性の学びとキャリア形成・再就職支援を一体的
に行う仕組みづくりに関するモデル構築や、普及啓発に向けて検証を行う、「男女共同参画推進のための学び・キャリア形成支援事業」
を2017年度から実施した。
・専修学校において、産業界と協働したオーダーメード型プログラムを開発・実証するとともに、eラーニングを積極的に活用した講座の
開設手法の検証に2017年度から着手した。
・放送大学において、社会人等が働きながら学びやすいオンライン授業を拡充した。
・2017年４月より、教育訓練機関と産業界等が連携し、子育て女性等が再就職を行うに当たり効果的な学び直しを行うための教育訓練
プログラムを開発・検証するプロジェクトを実施した。加えて、完全ｅラーニングの講座等を増設するなど、対象講座の多様化・利便性の
向上を図っている。
・文部科学省HP内に、学び直しに関する制度や講座を紹介するページを開設するとともに、社会人向けの学びに関する総合的な情報
発信ポータルサイトの整備に向け、2018年度に「社会人の学びの情報アクセス改善に向けた実践研究」を開始した。
・企業・産業の競争力強化や生産性向上等に資する社会人の職業能力の向上を図る機会の拡大に資することを目的として、「第四次産
業革命スキル習得講座認定制度」（民間事業者が社会人向けに提供するIT・データ分野を中心とした専門性・実践性の高い教育訓練
講座を経済産業大臣が認定する制度）を創設した。また、厚生労働省との連携によって、それらの講座のうち、厚生労働省が定める一
定の要件を満たし、厚生労働大臣の指定を受けた講座については、「教育訓練給付制度（専門実践教育訓練）」の対象講座となる。
2018年1月の第１回の認定では16事業者23講座が認定されており、また、2018年7月に第２回として15事業者21講座を認定した。
・2018年４月より、第四次産業革命スキル習得講座のうち、一定の要件を満たすものを専門実践教育訓練給付の対象とし、2018年10月
の指定を含め、31講座を指定した。

▓

個人、企業、政府による人材投資を抜本強化、集中投資を行う。子育て等により離職した女性のリカレント教育や
高度なITなど個人の主体的な学び直しを通じたキャリアアップ・再就職への支援を抜本的に拡充する。あわせて、

企業による教育訓練の実施拡大、長期の離職者訓練の拡充を図る。また、実践的な職業教育を行う専門職大学を
創設するとともに、体系的なキャリア教育を推進する。
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【女性リカレント講座の増設等】
・大学および専門学校が実施する社会人等向け短期プログラムの大臣認定制度を創設した。
・2015年度に創設した「職業実践力育成プログラム」(ＢＰ) により、女性の活躍も含め、大学等におけるリカレント教育を推進した。
・託児サービス付き訓練を拡充したほか、2017年度に保育士等の職場復帰を支援する離職者訓練のモデルカリキュラムを策定した。
・大学等、地方公共団体、男女共同参画センター等の関係機関が連携し、地域の中で女性の学びとキャリア形成・再就職支援を一体
的に行う仕組みづくりに関するモデル構築や、普及啓発に向けて検証を行う、「男女共同参画推進のための学び・キャリア形成支援事
業」を2017年度から実施した。【再掲】
・マザーズハローワーク事業の拠点数を拡充（2017年度194箇所⇒2018年度199箇所）するとともに、2017年度よりリカレント教育を行
う大学との連携強化の取組をモデル的に実施した。
・出産・育児等により離職した女性が学びやすい環境整備の在り方を検討するため、一時預かり保育等の提供も含めたリカレント教育
講座等の仕組みづくりについて検証した。
・企業主導型保育事業については、2017年度までに、2,597施設59,704人分（ 2016年度：871施設20,284人分を含む）の助成決定を
行った。
【企業による教育訓練の実施拡大】
・2017年４月、全国のポリテクセンター等に「生産性向上人材育成支援センター」を設置して、先進企業の好事例を活用したオーダーメ
イド型訓練などを実施した。
・従業員の自律的なキャリア形成支援について模範的な企業等を表彰する「グッドキャリア企業アワード」を実施した。
【体系的なキャリア教育の推進と実践的な職業教育を行う専門職大学の創設など職業教育の充実】
・新学習指導要領において、特別活動を要としつつ各教科等の特質に応じてキャリア教育の充実を図ることについて明示した。
・2016年度から実施している「小中学校等における起業体験推進事業」により、児童生徒のチャレンジ精神等を育成することを目指し
た起業体験活動を推進した。
・職場体験活動などキャリア教育に関わる活動について、学びのプロセスを児童生徒自らが記述し振り返ることができる「キャリア・パ
スポート（仮称）」の導入に向けた調査研究を2017年度から実施した。
・2018年７月、労働政策審議会人材開発分科会において、専門職大学等の課程のうち一定の要件を満たすものを専門実践教育訓練
給付の対象とすることについて、概ね妥当との答申を得たところであり、2019年４月指定より対象に位置付ける計画。
・中央教育審議会において今後の高等教育の将来像の提示に向けた議論を行っており、2018年６月に取りまとめた中間まとめでリカ
レント教育の充実に向けた具体的な方策や各高等教育機関の役割について明記した。
・正規の教育課程としてのインターンシップの要素を満たした取組を各大学等から届け出ていただき、社会に広く発信・アピールする
「届出制度」を2017年度に創設。日本学生支援機構ＨＰにおいて、これらのインターンシップの詳細について公表した。
・大学制度の中に位置づけられ、専門職業人の養成を目的とする新たな高等教育機関として、「専門職大学」及び「専門職短期大学」
の制度を設ける、学校教育法の一部を改正する法律が、2017年5月に成立、2019年４月１日から施行。文部科学省において、専門職
大学設置基準及び専門職短期大学設置基準を2017年9月に公布したほか、2018年1月に大学設置基準等を改正し、既存の大学・短
期大学における専門職学科を制度化した。2019年４月の開学に向け、2017年11月及び2018年３月に設置申請を受け付け、大学設
置・学校法人審議会において審査中。

▓
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【女性のリカレント教育など個人の主体的な学び直し講座の受講支援】
【学び直し講座の充実・多様化】
・専修学校において、社会人等の学び直しのため、eラーニングの積極的活用等による学び直し講座の開設等を推進する。
・放送大学において、実務型講座を含むオンライン授業を推進する。
・国家資格の取得等を目指す長期の離職者訓練コースの設定を引き続き行い、正社員就職を実現する充実した職業訓練を実施する。
・女性がリカレント教育を活用して復職・再就職しやすい環境整備の在り方や、大学等、地方公共団体、男女共同参画センター等の関
係機関が連携し、地域の中で女性の学びとキャリア形成・再就職支援を一体的に行う仕組みづくりに関するモデル構築や、普及啓発
のための研究協議会の開催等を実施する。
・リカレント教育に関する総合的な情報提供を行うポータルサイトの整備に向けた取組を進める。
・バイオ、ファインケミカル、エンジニアリング、ロボットなど各分野において、研究者・技術者が最新の技術のリカレント教育を受けるこ
とができるリカレント教育コースを、新たに業界と連携し、学会等に設置し、その運営を委託する。

【女性リカレント講座の増設等】
・文部科学大臣が大学および専修学校における社会人等向け短期プログラムを認定する制度の運用・定着を図る。
・女性がリカレント教育を活用して復職・再就職しやすい環境整備の在り方や、大学等、地方公共団体、男女共同参画センター等の関
係機関が連携し、地域の中で女性の学びとキャリア形成・再就職支援を一体的に行う仕組みづくりに関するモデル構築や、普及啓発
のための研究協議会の開催等を実施する。【再掲】
・子育て女性等のリカレント教育に資する職業訓練を実施するほか、託児サービス付き訓練についても引き続き設定を行う。
・改正雇用保険法の着実な施行および周知を行う。
・マザーズハローワーク事業の拠点数拡充・機能強化を図るとともに、リカレント教育を行う大学との連携強化の取り組みをモデル的に
実施した結果を踏まえ、取り組みの全国展開の検討を行う。
・出産・育児等により離職した女性が学びやすい環境整備の在り方を検討するため、リカレント教育講座等の仕組みづくりを検証する。
・企業主導型保育事業については、子育て安心プランに基づき、必要な保育の受け皿を確保する。
【企業による教育訓練の実施拡大】
・「生産性向上人材育成支援センター」において、企業のニーズを踏まえた労働生産性の向上に向けたオーダーメイド型訓練などを引
き続き実施する。
・キャリア形成支援の重要性を普及・定着させるため、引き続き、「グッドキャリア企業アワード」を実施する。
【体系的なキャリア教育の推進と実践的な職業教育を行う専門職大学の創設など職業教育の充実】
・キャリア教育を推進するとともに、「キャリア・パスポート（仮称）」の導入に向けた調査研究を通じ、普及・定着に向けた取組を進める。
・我が国のインターンシップをさらに充実するため、「届出制度」に届出のあったプログラムの中から、特に高い教育的効果を発揮して
おり、他の大学等や企業に普及するのに相応しいモデルとなり得る取組について、文部科学大臣による表彰を実施する予定。（「大学
等におけるインターンシップ表彰選考委員会」を本年7月に設置済み。）
・文部科学省において、2020年度以降の開学を検討中の者からの設置相談等に対応。また、産業界等と専門職大学が連携し、教育
課程が編成・実施されるよう、職業団体等に対し専門職大学制度の周知に努める。そのほか、企業等と連携して行う専門職大学の臨
地実務実習の開発・設計・実施等に係る留意事項や進め方の例などを取りまとめた手引書を作成する。（2018年度）
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・女性のリカレント課程の講座数を増加させる。
→専門学校が実施する社会人向け短期プログラムの大臣認定件数：2018度中に初回認定予定

BP認定課程数（女性活躍）：（2015年度:32課程→2017年度:57課程（累計））
・ＢＰ認定課程数（女性活躍）を増加させる。
（2015年度：32課程→2017年度：57課程（累計）【再掲】）
・教育訓練給付金の受給者数を増加させる。
→専門実践教育訓練給付 初回受給者数 （2015年：5,867人 → 2017年：13,229人）
・専門実践教育訓練給付の対象講座数を倍増（2,500→5,000）
→累計新規指定講座数 （2017年４月：2,417→ 2018年10月：2,950）
・非正規雇用労働者等を対象とした正社員就職を目指す長期の訓練の受講者数を増加させる（2018年度以降２万人）
→（2016年度：4,296名 → 2018年度：4,316名（速報値（2018年5月末までに開講したコース）））
・学び直し情報サイトの利用状況
→ポータルサイトの構築がまだ行われていないため集計不可
・大学におけるリカレント課程を経て就職した者の数を増加させる。
→2019年度に、2015年度BP認定課程に対してFUを実施予定。
・マザーズハローワーク事業の利用者数を増加させる。
→マザーズハローワーク事業の拠点数 （2017年度：194箇所 → 2018年度：199箇所）
・高等学校普通科における生徒のインターンシップ参加率を上昇させる。
→ （2015年：20.6％ → 2016年 22.6％（公立高等学校（全日制））
・専門職大学の開校状況
→2019年4月開学に向けて審査中
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文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課
文部科学省生涯学習政策局生涯学習推進課
文部科学省生涯学習政策局参事官付
文部科学省高等教育局高等教育企画課
文部科学省高等教育局専門教育課
文部科学省初等中等教育局児童生徒課
厚生労働省職業安定局雇用保険課
厚生労働省職業安定局首席職業指導官室
厚生労働省人材開発統括官若年者・キャリア形成支援担当参事官室
厚生労働省人材開発統括官訓練企画室
厚生労働省人材開発統括官キャリア形成支援室
経済産業省経済産業政策局産業人材政策室
経済産業省商務情報政策局情報技術利用促進課
内閣府子ども・子育て本部

ὧ
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（23）転職・再就職者の採用機会拡大に向けた指針策定・受入れ企業支援と
職業能力・職場情報の見える化

実行計画
該当箇所

９．雇用吸収力、付加価値の高い産業への転職・再就職支援
（１）転職者の受入れ企業支援や転職者採用の拡大のための指針策定
（２）転職・再就職の拡大に向けた職業能力・職場情報の見える化

24・25ページ

工程表
⑰ 転職・再就職者の採用機会拡大に向けた指針策定・受入れ企業支援と職業能力・職場情報
の見える化

57ページ

ᾟ

転職入職率（常用労働者）が前年と比べ0.3ポイント上昇

2016年：9.9％（一般労働者：8.0％・パートタイム労働者：15.5％）→ 2017年：10.2％（一般労働者：8.6％・パートタイム労働者：15.4％）

【転職・再就職者の採用機会拡大のための指針の策定】
・転職・再就職者の受入れ促進のため、企業が取り組むことが望ましいと考えられる基本となるべき事項等を示した「年齢にかかわりな
い転職・再就職者の受入れ促進のための指針」を策定し、経済団体等に対して、要請を行った。

・2015年度に創設した「職業実践力育成プログラム」（BP)により、企業等と大学等の連携によるにおける実践的・専門的なリカレント教育
を推進した。

【成長企業への転職支援】
・2017年度から、労働移動支援助成金に中途採用拡大コースを新設し、転職者採用の評価や処遇の制度を整備し、中高年齢者の採用
開始や転職・再就職者採用の拡大を行い、生産性向上を図る企業を支援するとともに、早期雇入れ支援コースにおいて、成長企業が
成熟企業を離職した者を雇い入れ、その後の賃金をアップさせた場合の助成額の優遇を行っている。

・雇用保険の受給者が、離職後早期に再就職し賃金が低下した場合、就業促進定着手当により、低下した賃金の最大６か月分を支給
する。

▓
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転職・再就職者の採用機会拡大に向けては、転職が不利にならない柔軟な労働市場や企業慣行を確立することが
重要であり、年齢にかかわりない多様な選考・採用機会の拡大のための指針の策定を図るとともに、成熟企業から
成長企業への転職支援を集中的に実施する。また、地方企業の経営改革と人材還流に対する支援を行い、ハロー
ワークに専門窓口を設置するなど雇用吸収力の高い分野へのマッチング支援を推進し、職業能力や職場情報の見
える化を実施する。
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【地方の中堅・中小企業等への人材支援、雇用吸収力の高い分野へのマッチング支援】
・2018年度から、厚生労働省職業安定局長が学識経験者を集めて開催する雇用政策研究会において、人材不足の状況等について、
詳細な分析を実施。

・プロフェッショナル人材事業については、開設から2018年８月末までの累計で、相談件数27,652件、成約件数3,959件の実績。
・2017年度より人材確保のニーズが高い地域のハローワークに人材確保支援の総合専門窓口となる「人材確保対策コーナー」を設置
（12箇所）するとともに、2018年度には事業拠点数を拡充（84箇所）し、業界団体と連携したマッチング支援を実施した。

・産業雇用安定センターにおいて、情報交換やパンフレットの配置など東京商工会議所をはじめとした経済団体等との連携を強化する
とともに、事業の周知徹底を図っている。

【職業能力・職場情報の見える化】
・2017年６月に職業情報提供サイト官民研究会を立ち上げ、職業情報を総合的に提供するサイト（日本版O-NET（仮称））の基本構想
の検討を行った。

・2018年３月に、女性や若者が働きやすい企業の職場情報をワンストップで閲覧できる職場情報総合サイトの構築が完了。
・新たな人材類型や技術に対応した学び直しの指針として“ITSS+（プラス）”を2017年に策定し「セキュリティ領域」「データサイエンス領
域」を公開。2018年には「アジャイル領域」「IoTソリューション領域」を追加。

・技能検定について、対人サービス職種（４職種）を追加。また2017年度後期から若者の技能検定受検料の減免措置を実施。

58

▓

【転職・再就職者の採用機会拡大のための指針の策定】
・引き続き、「年齢にかかわりない転職・再就職者の受入れ促進のための指針」の周知啓発等を通じて、転職者・再就職者の受入れ促
進の機運の醸成に取り組む。

・履修証明プログラムの最低時間数を120時間から60時間に緩和することにより、社会人がより学び易い環境を整える。
・関係省庁と連携し、インターンシップを取り入れた取組も含め、先行分野（AI、センサー、ロボット、女性の復職支援等）における産学
連携によるリカレントプログラムを開発し、逐次全国展開する。

【成長企業への転職支援】
・労働移動支援助成金の早期雇入れ支援コースにおいて引き続き成長企業への転職支援を行うとともに、中途採用拡大コースについ
ては転職・再就職支援のための助成金として再編し、採用機会の拡大に取り組む。

【地方の中堅・中小企業等への人材支援、雇用吸収力の高い分野へのマッチング支援】
・引き続き、人材不足の状況等について把握する。
・プロフェッショナル人材事業については、事業承継などの多様なニーズに応えるため、大企業との全国的な連携を促進するとともに、
地域金融機関等との連携を強化する。

・「人材確保対策コーナー」において、業界団体と連携したマッチング支援を推進する。
・産業雇用安定センターにおいては、引き続き出向・移籍あっせん事業における経済団体等と連携し、事業の周知徹底を図る。
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厚生労働省職業安定局雇用政策課
厚生労働省職業安定局雇用開発部雇用開発企画課
厚生労働省職業安定局雇用保険課
厚生労働省職業安定局首席職業指導官室
厚生労働省政策統括官付労働政策担当参事官室
厚生労働省人材開発統括官付能力評価担当参事官室
内閣府地方創生推進室
文部科学省高等教育局専門教育課
経済産業省商務情報政策局情報技術利用促進課

ὧ

【職業能力・職場情報の見える化】
・2020年からの稼働を目指し、2018年度はサイト（日本版O-NET（仮称））をより多くの人に使われるものとするための調査・分析等を実
施する。

・2018年９月末に、職場情報総合サイトを一般公開。また、当該サイトの運用状況等を踏まえ、データの更新、改修を行う。
・新たな人材需要に応じ適宜ITSS+の領域追加を検討する。
・技能検定を雇用吸収力の高い産業分野における職種に拡大するとともに、若者の受検料の減免措置を引き続き実施する。

・若者の技能検定の受検者数を2016年から10%増加させる。（2020年） （2016年度：100,235人 → 2017年度：103,245人（３%増加））
・2018年までに転職入職率（パートを除く一般労働者）を９%とする。（2016年：8.0% → 2017年：8.6%)
・プロフェッショナル人材事業戦略拠点等の相談件数を2020年までに５万件（2017年３月末：約1.2万件 → 2018年８月末：約2.7万件）



項
目
８
．
雇
用
吸
収
力
の
高
い
産
業
へ
の
転
職
・再
就
職
支
援
、
人
材
育
成
、

格
差
を
固
定
化
さ
せ
な
い
教
育
の
充
実

（24）給付型奨学金の創設など誰にでもチャンスのある教育環境の整備

ᾟ

・大学等進学率（家庭状況別）
＜全 体＞ 2017年：73.0% ＜ひとり親世帯＞ 2016年：58.5%
＜生活保護世帯＞ 2017年：35.3% ＜児童養護施設＞ 2017年：27.1%

【給付型奨学金の創設等】
・意欲と能力があるにも関わらず、経済的事情により進学を断念せざるを得ない者の進学を後押しするため、給付型奨学金制度を創設
した。2017年度においては特に経済的に厳しい者に対して一部先行実施し、2018年度から本格的に実施しており、 １学年あたり２万人
規模で、国公私や通学形態の違いにより月額２万円から４万円を給付している。
・無利子奨学金制度について、2017年度より、貸与基準を満たす希望者全員への貸与を実現するとともに、低所得世帯の子供たちに
係る成績基準を実質的に撤廃した。また、返還月額が卒業後の所得に応じた返還額となる所得連動返還型奨学金制度を導入した。
【教育費負担の軽減】
・「新しい経済政策パッケージ」（2017年12月８日閣議決定）及び「経済財政運営と改革の基本方針2018」（2018年６月15日閣議決定）に
おいて、3歳から5歳までの幼児教育の無償化や、授業料減免や給付型奨学金の拡充による真に必要な子供たちへの高等教育の無償
化、年収590万円未満世帯を対象とした私立高等学校の授業料の実質無償化などが盛り込まれた。
【学力保障等のための教育環境の充実】
・2018年度予算において、学校の指導・運営体制の効果的な強化・充実を図ることとし、貧困等に起因する学力課題の解消等に対応す
るため、1,595人の教職員定数を改善した。

▓

子供たちの誰もが、家庭の経済事情に関わらず、高校にも、専修学校にも、大学にも進学できる環境を整える。高等
教育の漸進的な無償化を規定した国際人権規約を批准しており、財源を確保しつつ、子供たちの進学を後押しでき
るような高等教育の経済的負担軽減策を着実に実施する。返還不要、給付型の奨学金を創設するなど奨学金制度
の拡充を図るとともに、幼児期から高等教育まで切れ目ない教育費負担軽減を図る。あわせて、義務教育段階から
貧困等に起因する学力課題の解消を図るなど未来を担う子供達への投資を拡大し、格差が固定化せず、誰にでも
チャンスがある教育環境の整備を進める。

実行計画 該当箇所 １０．誰にでもチャンスのある教育環境の整備 25ページ

工程表 ⑱ 給付型奨学金の創設など誰にでもチャンスのある教育環境の整備（その１）（その２） 58・59ページ

60
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【社会総掛かりで子供たちの学びを支える環境の整備】
・地域学校協働活動を全国的に推進するため、2017年３月に改正された社会教育法を踏まえ、「ガイドライン」や手引きを作成し、周知す
るとともに、2018年度予算において、同活動の推進を支援する「地域学校協働活動推進事業」を実施した。
・2018年度予算において、原則無料の学習支援を行う地域未来塾を4,315か所（高校300か所）に拡充するとともに、放課後子供教室を
20,000教室に拡充した。
・2017年度より、困難を抱えた親子等を対象に、読書機会の充実を図るため、ブックリストの作成や指導法の開発等を地方公共団体へ
の委託により行う「図書館資源を活用した困難地域における読書・学習機会提供事業」を実施している。
・2018年度予算において、教育と福祉の連携による訪問型家庭教育支援等の取組を推進するため、「教育と福祉の連携による家庭教育
支援事業（訪問型家庭教育支援等）」を委託事業として実施した。
【不登校児童生徒等に対する教育機会の確保】
・スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置の充実のために必要な予算を計上し、教育相談体制を整備した。

（2017年度予算上、スクールカウンセラーを26,000校に、スクールソーシャルワーカーを5047人配置）
・2017年度において、教育支援センターの機能強化等不登校児童生徒の学校外での様々な学習をきめ細かに支援する体制の整備に向
けた実践研究及び不登校児童生徒を受け入れている民間団体の自主的な取組を促進するための仕組み等に関する調査研究を行うた
め、「学校以外の場における教育機会の確保等に関する調査研究」を実施した。
・教育機会確保法等に基づき、国民の理解を増進するために夜間中学の存在を周知するチラシを作成したり、必要な日本語指導を充実
するために夜間中学に勤務する教職員を対象とした日本語指導研修会を開催するなどした。

▓

【給付型奨学金の創設等】
・給付型奨学金制度等の各制度を着実に実施する。
【教育費負担の軽減】
・上記の施策の実施に向け、関係府省と連携を図り、具体の制度設計に取り組む。
【学力保障等のための教育環境の充実】
・引き続き、初等中等教育段階の学校指導体制等の教育環境の充実、大学と教育委員会の連携による教員の資質向上の推進を図る。
【社会総掛かりで子供たちの学びを支える環境の整備】
・地域と学校をつなぐ「地域学校協働活動推進員」の配置や「地域学校協働本部」の整備の促進等により、地域学校協働活動を全国的
に推進。
・2019年度末までに地域未来塾を5,000中学校区で実施し、高校生への支援も全国展開する。
・2018年度も引き続き、困難を抱えた親子等を対象に、読書機会の充実を図るため、ブックリストの作成や指導法の開発等を地方公共
団体への委託により行う「図書館資源を活用した困難地域における読書・学習機会提供事業」を実施する。
・引き続き、教育と福祉の連携による訪問型家庭教育支援等の活動支援を行い、成果の普及・啓発を図る。
【不登校児童生徒等に対する教育機会の確保】
・引き続き、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーの配置拡充による教育相談体制の充実を図る。
・2018年度も引き続き、「学校以外の場における教育機会の確保等に関する調査研究」の実施を通して、学校以外の場で学ぶ不登校児
童生徒の支援体制の整備の推進に努める。
・教育機会確保法等に基づき、義務教育の機会が実質的に保障されるよう、未設置の自治体に対して積極的な働きかけを行うとともに、
助言等を行う。 61
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・低所得世帯の子どもの大学等進学率を増加させる。
・2022年度末までに全小中学校区をカバーして地域学校協働活動を推進

（2016年 34.3％（学校支援地域本部*整備率） →2017年 36.3%（地域学校協働本部*整備率）（*補助事業を活用しているもの））
・2019年度末までに5,000中学校区で地域未来塾を実施し、高校生への支援を全国展開

（2016年 2,439か所（高校148か所） → 2017年 2,646か所（高校167か所）（地域未来塾実施か所数））
・2020年 不登校の小中学生のうち、学校内外で相談等を受けた者の割合を希望するすべての者が相談を受けたと考えられる水準
（2014年度調査に基づく試算では約80.0％）まで高める（2015年度：73.1％ → 2016年度：75.0％）

文部科学省高等教育局学生・留学生課
文部科学省生涯学習政策局政策課
文部科学省初等中等教育局財務課
文部科学省生涯学習政策局社会教育課
文部科学省生涯学習政策局男女共同参画学習課
文部科学省初等中等教育局児童生徒課
文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室
内閣府子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）

ὧ
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（25）継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支援

実行計画
該当箇所

１１．高齢者の就業促進

26ページ

工程表 ⑲ 継続雇用延長・定年延長の支援と高齢者のマッチング支援（その１）（その２） 60・61ページ

ᾟ

・60歳以降の就業率は、近年上昇傾向にある。

・60歳～64歳の就業率 ： 2016年：63.6％ → 2017年：66.2％

・65歳以上の就業率： 2016年：22.3％ → 2017年：23.0％

【継続雇用延長等に向けた環境整備】
・2017年３月、継続雇用延長等の実施企業にヒアリングを実施の上、これらの企業における賃金制度・評価制度等の雇用管理の在り方、

雇用管理制度を見直すための手順をまとめた「65歳超雇用推進マニュアル」を策定した。
・2018年度から、 65歳超雇用推進助成金による65歳以降の継続雇用延長等を実施した企業に対する助成措置を拡充するとともに、65歳
を超えて働ける企業を増やすため、65歳超雇用推進プランナー等による企業への提案型支援を実施した。

【マッチングによるキャリアチェンジの促進】
・2018年度、55歳以上の求職者の支援に取り組む生涯現役支援窓口の機能を拡充（窓口を増設（2017年度110箇所⇒ 2018年度180箇
所））、全国ネットワークを活用した就労支援を実施した。
・2019年度に予定されている次期ハローワークシステムの更改に向け、職務給制度の有無の表示についてハローワークの求人票に盛り
込む方向で検討中。
【雇用ではない働き方の促進】
・高齢者を含む40歳以上の者が起業において従業員の雇い入れに要した経費（採用・募集経費等）の一部を助成する生涯現役起業支援
助成金においては、さらなる制度利用促進のため、支給要件となっている雇い入れる従業員の年齢要件等の緩和（2017年4月）および本
助成金活用後に生産性が一定程度向上している場合に上乗せ助成（2018年4月）を行うものとしている。
・2018年度、高齢者の多様な就業機会を確保するため、地域に設置された協議会による生涯現役促進地域連携事業について、新たに
49の協議会において実施するとともに、シルバー人材センターの機能強化を図るため、マッチング機能を強化。
・知財管理、薬事・保険、経営等に豊富な知見を有する医薬品・医療機器メーカーのOB等を「サポーター」として登録し、医療系ベン
チャー等が抱える起業から実用化に至るまでの課題に対するサポートを行っている。

▓

63

2020年度までの期間を65歳を超えた継続雇用延長・65歳以上までの定年引上げ促進の集中支援期間と位置付け、

将来的に継続雇用年齢等の引上げを進めていくための環境整備を図る。また、エイジレスに働くためのキャリアチェン
ジや雇用ではない働き方を促進するとともに、高齢期の生活困窮を防ぐため就労支援の強化を図ることにより、意欲
ある高齢者に多様な就業機会を提供していく。



項
目
９
．
高
齢
者
の
就
業
促
進

64

【継続雇用延長等に向けた環境整備】
・65歳超雇用推進マニュアルについて、継続雇用延長等の好事例の追加等による更なる内容の充実を図るとともに、企業訪問によるマ
ニュアルの普及やマニュアルを活用した相談・援助を実施することにより、企業等への継続雇用延長の働きかけを実施する。

・企業における継続雇用延長等への自発的な動きが広がるよう、65歳超雇用推進助成金の積極的な活用を促進するため、あらゆる機会
を活用して周知・広報を強化する。
・引き続き、65歳超雇用推進プランナー等による提案型支援を実施する。

・上記の取組を推進するとともに、2020年度に高齢者就業のインセンティブ効果と実態を検証し、継続雇用延長等に係る制度の在り方を
再検討する

【マッチングによるキャリアチェンジの促進】
・生涯現役支援窓口を増設するとともに、ハローワークのマッチング機能を強化。

・引き続き、2019年度に予定されている次期ハローワークシステムの更改に向け、職務給制度の有無の表示についてハローワークの求
人票に盛り込む方向で検討する。
【雇用ではない働き方の促進】
・生涯現役促進地域連携事業について、地域に設置された協議会において、引き続き事業を実施。
・高齢者の多様な就業ニーズに対応するため、シルバー人材センターの会員拡充及び就業拡大を図る。

・医療系ベンチャー等の振興のためには、豊富な知見を有する医薬品・医療機器メーカーのOB等の人材の確保が不可欠であることから、
引き続きこうした人材とベンチャーとのマッチングを推進する。
【高齢期の生活困窮を防ぐ就労支援の強化】
・改正生活困窮者自立支援法に基づき、就労準備支援事業の実施促進を図り、今後、３年間（2019年～2021年度）を集中実施期間として
計画的に実施する。
・高齢期の自発的な就労ニーズが高いことも踏まえ、就労準備支援事業の対象者要件（65歳未満）を撤廃し、高齢者の就労支援を推進
する。

【高齢期の生活困窮を防ぐ就労支援の強化】
・生活困窮者の一層の自立を促進するため、第196回国会に、生活困窮者自立支援法の改正法案を提出し、可決・成立した。
・その改正法案において、高齢期の生活困窮の防止・予防の観点を含め、現在、任意事業である就労準備支援事業の実施を努力義務
化するとともに、その適切な実施を図るための指針の策定等を行うこととした。（2018年10月1日施行）
・また、就労準備支援事業の実施のインセンティブとして、2018年度予算において、就労準備支援事業における利用促進や定着支援に
要する費用等に関する加算措置を創設した。
・自治体とハローワークの更なる連携、シルバー人材センターとの連携により、高齢者の就労支援を強化した。▓
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・将来的な継続雇用年齢等の引上げに向けた環境整備を図る。
・生涯現役支援窓口を2020年までに300箇所とする。 （2016年度：80カ所 → 2018年度 180カ所）
・地域の高齢者の雇用就業機会を創るネットワーク数を2020年までに100箇所とする。 （2016年度：15カ所 → 2017年度 29カ所）
・希望する高齢者が就業可能とする。

厚生労働省職業安定局雇用開発部高齢者雇用対策課
厚生労働省職業安定局雇用開発部雇用開発企画課
厚生労働省職業安定局雇用開発部雇用開発企画課就労支援室
厚生労働省職業安定局首席職業指導官室
厚生労働省医政局経済課ベンチャー等支援戦略室
厚生労働省社会・援護局地域福祉課生活困窮者自立支援室

ὧ


